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図画・ポスターコンクール
　前号に引き続き，「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」の入選作品をグラビアでご紹介い
たします。
　受賞の裏側に迫るコーナー「受賞にあたり」も是非あわせてご覧ください（蜷P42）。

佳　　　　　作佳　　　　　作
＊都道府県順に掲載（新潟県〜愛知県）

名古屋市　名古屋市立庄内小学校
３年　神谷　美沙希 さん

静岡県　富士市立岩松中学校
３年　上野　真緒里 さん

新潟県　新発田市立豊浦中学校
３年　古山　葉菜 さん

愛知県　岡崎市立細川小学校
２年　栗田　海青 さん

静岡県　熱海市立桃山小学校
３年　秋山　繁之 さん

新潟県　五泉市立村松小学校
１年　鈴木　花梨 さん

愛知県　岡崎市立大門小学校
６年　江口　夢実 さん

静岡県　裾野市立深良小学校
４年　林田　怜 さん

新潟県　上越市立大町小学校
４年　木原　万智 さん
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佳　　　　　作佳　　　　　作

岐阜県　関市立洞戸小学校
２年　徳野　愛依 さん

岐阜県　大垣市立一之瀬小学校
５年　三輪　陽向 さん

福井県　鯖江市進徳小学校
３年　河野　愛 さん

三重県　松阪市立西中学校
３年　中村　瑞希 さん

三重県　桑名市立益世小学校
１年　湯浅　桜子 さん

福井県　鯖江市神明小学校
４年　八幡　弥優 さん

石川県　羽咋市立瑞穂小学校
２年　盛田　和佳 さん

名古屋市　名古屋市立上野小学校
５年　梅谷　健 さん

名古屋市　名古屋市立有松中学校
３年　橋本　瞳 さん

三重県　御浜町立御浜小学校
５年　芝合　亜美 さん

富山県　砺波市立砺波北部小学校
２年　大寺　立晃 さん

石川県　志賀町立土田小学校
４年　田島　幸哉 さん

＊都道府県順に掲載（愛知県〜富山県）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

富山県　黒部市立田家小学校
６年　樋口　愛里 さん

滋賀県　大津市立上田上小学校
５年　東江　莉南 さん

奈良県　奈良県立ろう学校中学部
２年　柳本　拳士郎 さん

京都府　南丹市立川辺小学校
３年　小笠原　蓮華 さん

京都府　京都市立西大路小学校
６年　豊田　向日葵 さん

滋賀県　東近江市立聖徳中学校
３年　小澤　友加 さん

和歌山県　かつらぎ町立四郷小学校
１年　清水　遥叶 さん

和歌山県　田辺市立富里小学校
５年　井溪　治斗 さん

和歌山県　和歌山県立桐蔭中学校
１年　西川　真由 さん

奈良県　吉野町立吉野北小学校
２年　井上　祐介 さん

奈良県　桜井市立桜井南小学校
６年　飯原　一樹 さん

滋賀県　長浜市立南郷里小学校
２年　中川　愛理 さん

＊都道府県順に掲載（富山県〜京都府）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

京都府　京都市立烏丸中学校
３年　高田　彩美 さん

大阪府　堺市立東深井小学校
２年　中村　優響 さん

大阪府　摂津市立千里丘小学校
６年　花岡　美奈 さん

神戸市　神戸市立神の谷小学校
５年　高山　彩希 さん

岡山県　岡山市立芥子山小学校
１年　佐伯　優衣 さん

岡山県　岡山市立鹿田小学校
６年　大森　春歌 さん

大阪府　吹田市立第一中学校
１年　清水　真衣 さん

大阪市　大阪市立鯰江小学校
２年　松尾　歩実 さん

大阪市　大阪市立鶴町小学校
５年　兎田　悠花 さん

大阪市　大阪市立墨江丘中学校
１年　古谷　藍里 さん

兵庫県　加古川市立陵北小学校
１年　花里　美奈 さん

神戸市　神戸市立小束山小学校
３年　高橋　まどか さん

＊都道府県順に掲載（京都府〜岡山県）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

鳥取県　若桜町立若桜小学校
１年　奈羅尾　瑞生 さん

鳥取県　境港市立中浜小学校
４年　能勢　黛治 さん

鳥取県　鳥取市立青谷中学校
３年　青木　千怜 さん

山口県　下松市立江の浦小学校
２年　サクラ　ジャミラ さん

山口県　美祢市立東厚小学校
６年　前川　佑太 さん

山口県　岩国市立東中学校
３年　鞆岡　琴美 さん

広島県　広島市立舟入小学校
１年　佐藤　里菜 さん

広島県　広島市立伴小学校
６年　田中　智宏 さん

広島県　呉市立郷原中学校
１年　松山　茜 さん

島根県　邑南町立日貫小学校
１年　新井　伊織 さん

島根県　浜田市立今福小学校
４年　小川　登史子 さん

島根県　出雲市立斐川西中学校
３年　足立　七海 さん

＊都道府県順に掲載（鳥取県〜山口県）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

徳島県　吉野川市立学島小学校
２年　岡田　龍馬 さん

香川県　高松市立中央小学校
２年　武本　瑠月 さん

徳島県　鳴門市立第一小学校
５年　加賀山　綺乃 さん

香川県　三豊市立仁尾小学校
４年　曽根　大雅 さん

徳島県　阿波市立阿波中学校
２年　坂東　澪 さん

香川県　さぬき市立大川第一中学校
２年　矢木　明日翔 さん

愛媛県　西予市立野村小学校
２年　岡澤　奈々 さん

愛媛県　四国中央市立松柏小学校
６年　石川　菜野 さん

愛媛県　愛南町立城辺中学校
２年　坂本　茉梨江 さん

高知県　四万十市立西ヶ方小学校
２年　武田　朝陽 さん

高知県　土佐市立高岡中学校
２年　竹村　結 さん

福岡県　筑後市立下妻小学校
２年　堤　希空 さん

＊都道府県順に掲載（徳島県〜福岡県）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

福岡県　宇美町立宇美小学校
４年　神武　美穂 さん

福岡市　福岡市立笹丘小学校
１年　中尾　真知子 さん

福岡市　福岡市立高宮小学校
５年　瀬筒　美角 さん

佐賀県　佐賀市立高木瀬小学校
４年　豊里　梨実花 さん

福岡市　福岡市立筑紫丘中学校
２年　登倉　聡美 さん

佐賀県　神埼市立神埼中学校
３年　髙堤　花菜 さん

佐賀県　吉野ヶ里町立東脊振小学校
１年　山本　航生 さん

長崎県　壱岐市立渡良小学校
５年　大島　渉太 さん

長崎県　川棚町立川棚中学校
３年　小川　奈央代 さん

大分県　豊後高田市立呉崎小学校
１年　土谷　幸楽 さん

大分県　中津市立北部小学校
５年　満永　尋己 さん

福岡県　田川市立弓削田中学校
３年　竹下　桃子 さん

＊都道府県順に掲載（福岡県〜大分県）
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佳　　　　　作佳　　　　　作

大分県　豊後高田市立高田中学校
３年　伊東　奈津美 さん

熊本県　山都町立馬見原小学校
２年　甲斐　優志 さん

熊本県　玉名市立鍋小学校
４年　藤本　彩花 さん

沖縄県　石垣市立宮良小学校
１年　藤本　海沙 さん

沖縄県　本部町立伊豆味小学校
６年　島　野乃花 さん

沖縄県　北谷町立桑江中学校
３年　島袋　虹 さん

鹿児島県　薩摩川内市立平佐西小学校
１年　弥栄　優希奈 さん

鹿児島県　出水市立江内小学校
４年　宮野　由衣 さん

鹿児島県　南種子町立南種子中学校
３年　園田　まりん さん

＊都道府県順に掲載（大分県〜沖縄県）

宮崎県　高原町立後川内小学校
１年　神田橋　樹利 さん

宮崎県　川南町立川南小学校
６年　三角　綾菜 さん

宮崎県　新富町立富田中学校
３年　原　鮎美 さん
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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２２年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
中学校の部 最優秀賞 吉積惟代さん（徳島県・中３）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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日本のみならず世界各地でも記録的な大雪をもたらした厳しい冬
がようやく過ぎ去り，春の訪れを感じる季節となりました。春を迎
えられた喜ばしい気持ちと，「あの大震災から１年が経ったのか」
という複雑な思いが去来いたします。復興に向け，日々邁進してお
られる被災地の皆様には心よりの敬意を表しますと共に，会員各位
におかれましては，被災地への支援ほか平成２３年度の本会事業・活
動へのご理解とご協力を賜りましたことに，改めて御礼申し上げる
次第です。
現在，日本学校歯科医会では平成２５年度の新法人移行に向け，組
織体制の整備，事業の見直し等を重ねているところですが，複雑か
つ多様化する学校歯科保健の課題を解決するために，いかにバラン
スよく諸事業を展開していくべきか，また，適正な財政状態を考慮
しプライマリーバランスの確保に努めながら，組織の抜本的見直し
を早期に行いたいと考えております。
現代の多様化する健康課題の一つに，特別な支援を必要とする子

どもたちへの対応が挙げられます。かつては特殊な領域と考えられ
ておりましたが，近年研究が進んできた発達障害等，特別支援教育
の対象者の拡がりと共に，われわれ学校歯科医の誰もが歯科保健活
動を通した口腔からの支援策を考えることが必要とされておりま
す。こうした状況を受けて，会誌１１１号では「特別な支援を必要と
する児童生徒に対する学校歯科保健」と題し，特別支援教育の現場
で活動されている方々を中心にお集まりいただき，子どもたちへの
支援の在り方を考えました。なお，今回の特別支援教育を皮切り
に，校種別座談会としてシリーズ化する予定です。
また，昨年ベトナムのハノイで開催されました第６回学校歯科保

健アジア会議について，日本からの発表者の事後抄録とともに，本
会議の実行委員会顧問であり本会国際渉外委員会委員長である黒田
敬之東京医科歯科大学名誉教授による総括を掲載いたしました。グ
ラビアには，前号に引き続き「平成２３年度 歯・口の健康に関する
図画・ポスターコンクール」の入選作品を掲載いたしましたので，
子どもたちの個性豊かな作品をどうぞお楽しみ下さい。
日本学校歯科医会では，会員の先生方の自己研鑽をさらに支援し

ていくために，学校歯科医生涯研修制度における専門研修の構築を
図ろうとしておりますが，そうした場で新しい知識や情報を提供す
るとともに学校歯科保健の実践的研修を行うことは，学校歯科保健
の向上や学校歯科医の活動を周知することにも繋がると考えます。
加盟団体長はじめ会員各位には，次年度も本会事業へのご理解ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 中田 郁平

今
年
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る
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た
り

11日本学校歯科医会会誌 111号



特別な支援を必要とする子どもの歯・口の健康づくりは，「生

涯にわたる健康づくりの基礎として，また生活の自立や生活の質

的な向上あるいは社会参加の視点から，さらには二次的な障害を

防止するために重要な課題であると言える。」（学校歯科保健参考資

料『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』より）とあ

るように，生活機能としての口腔機能の健康の維持回復を目指す

ばかりでなく，誤嚥による呼吸器感染（誤嚥性肺炎など）や窒息

などのリスクを低くし，口腔の健康を通して自立や社会への参加

を促すことを目的とした展開が求められています。

会誌１１１号では，学識者ならびに学校現場から校長・養護教

諭，学校歯科医の方にお集まりいただき，特別支援教育の理念か

ら実践例までを取り上げながら，特別な支援を必要とする児童生

徒に対する学校歯科保健活動を行う上での留意点やさまざまな課

題などに関する意見交換を行い，歯・口の健康を通した支援の在

り方を考えました。

社団法人日本学校歯科医会

特別な支援を必要とする
児童生徒に対する学校歯科保健

出 席 者

日本大学 名誉教授
㈳日本学校歯科医会 常務理事

赤坂 守人

高知県立高知ろう学校
高知県立盲学校 学校歯科医 沖 義一

千葉県立船橋特別支援学校
船橋市立船橋特別支援学校 学校歯科医

兼元 妙子

東京都立板橋学園特別支援学校（仮称）
開設準備室 校長 堀内 省剛

大阪府立泉北高等支援学校 養護教諭
船木雄太郎

㈳日本学校歯科医会 副会長兼専務理事
金森 市造

司 会

㈳日本学校歯科医会 広報担当常務理事
土屋 松美

特 集 ● 校種別座談会 シリーズ Ⅰ●

平成２４年１月２０日
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■司会（土屋） 私は日本学校歯科医

会（以下「日学歯」とする）の広報担

当常務理事の土屋と申します。本日

の座談会の進行を務めさせていただ

きますので，よろしくお願いいたし

ます。本日は，先生方それぞれご多

忙の中，会誌１１１号の座談会にお集

まりいただきましてありがとうござ

います。はじめに本会副会長兼専務

理事であり，会誌の発行責任者でも

ある金森市造よりご挨拶申し上げま

す。
■金森 金森と申します。この座談

会は，学校歯科保健にかかわる諸問

題について校種別に展開するシリー

ズとして新たに企画させていただき

ました。

本日はシリーズ第１回として，特

別支援学校で日頃から大変熱心に取

り組んでおられる先生方にお集まり

いただきました。先生方の貴重な

日々の学校歯科保健活動のお話がう

かがえるものと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

それではご出席の先生方のご紹介に

移りますが，それぞれ自己紹介を含

めまして一言ずつご挨拶をいただけ

ればと思います。はじめに日本大学

名誉教授，日学歯常務理事の赤坂

守人先生です。よろしくお願いいた

します。
■赤坂 私のかつての専門は小児歯

科です。私が医員として大学に残っ

た１９６５年頃の講座設立期は，障害者

歯科の講座がまだありませんでした

ので，小児歯科学領域で障害者

（児）歯科の診療や教育が行われて

いました。当時，それぞれの大学の

小児歯科には，障害者（児）歯科分

野を専門とする医員がいて，徐々に

わが国の障害者歯科分野を切り開い

ていったわけです。この点で，私は

障害者（児）歯科をとくに専門にし

た者でなく，大学の小児歯科専任か

ら離れてすでに５年以上が経ちます

ので，最近の障害者歯科の情報には

少し疎いところがあります。した

がって，この分野の学識としては適

任ではないと思っていますが，日学

歯の学術担当常務理事として，平成

２１・２２年度学術第二委員会に「特別

な支援が必要な児童生徒に対する学

校歯科保健」と題する諮問を行い，

『特別支援が必要な児童生徒に対す

る学校歯科保健（特別支援学校・学

級における学校歯科保健）』（図１）

という冊子（以下「特別支援冊子」と

する）の作成にかかわったものです

から，今日はその視点でお話させて

いただきます。
■司会 ありがとうございました。

続きまして学校歯科医の先生です。

平成２３年度第５０回全日本学校歯科保

健優良校表彰で日本学校歯科医会会

長賞を受賞されました，高知県立高

知ろう学校をご担当されている沖

義一先生です。よろしくお願いいた

します。
■沖 高知県からまいりました沖と

申します。私は，ろう学校と盲学校

の両方の学校歯科医をしておりま

す。二十数年前に，当時の高知県の

学校歯科医会という組織に入りまし

たが，そのときはまだ学校歯科医で

はありませんでした。会に入ってか

ら急遽，学校歯科医になったという

経緯があります。当時は学校歯科医

としての歯科健康診断に意味を見出

せなくて，「あの程度の健康診断を

してどんな意味があるのか」という

思いがありました。しかし気がつい

たら，同じころに学校歯科医会に

入ったもう一人の歯科医と二人で障

がい者の診療をするようになってい

ました。そして高知県で障害者歯科

診療を立ち上げました。今日は勉強

■出席者のバックグラウンド，特別支援教育とのかかわり

図１ 『特別支援が必要な児童生徒に対する学校
歯科保健（特別支援学校・学級における学校
歯科保健）』

特 集
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させてもらうつもりで参加させてい

ただきますので，よろしくお願いい

たします。
■司会 よろしくお願いいたしま

す。続きまして，同じく学校歯科医

として，千葉県立船橋特別支援学校

と船橋市立船橋特別支援学校をご担

当されている兼元妙子先生です。よ

ろしくお願いいたします。
■兼元 赤坂先生と同じ時代の小児

歯科専門医です。府中療育センター

で，大森教授のもと勉強させていた

だきました。大森教授から「障がい

者のにおいのもととなっているのは

口腔ケアができないということ。こ

のにおいを取るために頑張りなさ

い」と３５，６年前に叩き込まれまし

た。特別な支援を必要とする子ども

たちの治療は本当に大変です。むし

歯になる前に，予防の大切さを啓発

してゆきたいと思っております。対

応が難しい子どもに接したときは，

「年齢と違う発達状態を把握して，

その子どもに合わせて対応する」と

いう教授の言葉を思い出し，子ども

たちのお口のにおいを取ることに専

念してまいりました。どうぞよろし

くお願いいたします。
■司会 ありがとうございました。

よろしくお願いいたします。続きま

して，平成２５年度開校予定の東京都

立板橋学園特別支援学校，前・東京

都立しいの木特別支援学校の校長先

生でいらっしゃいます堀内省剛先生

です。
■堀内 板橋学園特別支援学校の開

設準備を担当しています堀内です。

私は，赤坂先生のお話にもありまし

た特別支援冊子に，委員として携わ

らせていただきました。また，日学

歯主催の大会等にもかかわらせてい

ただくなど，大変お世話になってお

ります。

私は特別支援学校で仕事をする中

で，土台になるのは健康教育だと，

ずっと強く思ってきました。子ども

たちのQOLの向上には，健康教育

が欠かせません。そして健康教育の

中でも，子どもたちが題材として取

りかかりやすいものとして，「歯・

口の健康づくり」を大切にしてきま

した。

今，新しい学校の開設準備を進め

ています。肢体不自由教育部門と軽

度の知的障害のある生徒を対象とし

た高等部職業学科の併置校ですが，

ここでも「歯・口の健康づくり」に

ついて，事前の準備をしっかりと考

えています。今日おうかがいするこ

とができるご意見等は非常に参考に

なると思いますので，よろしくお願

いします。
■司会 ありがとうございました。

続きまして，平成２３年度第５０回全日

本学校歯科保健優良校表彰で優秀

賞・文部科学大臣賞を受賞された大

阪府立泉北高等支援学校の養護教

諭，船木雄太郎先生です。よろしく

お願いいたします。
■船木 大阪府立泉北高等支援学校

の船木と申します。私は養護教諭に

なって１０年目です。採用されて２年

目から本格的に歯科保健に取り組み

ました。

最初は肢体不自由の養護学校で勤

務していました。まず何かできるこ

とから始めようということで取り組

んだのが歯みがき指導です。当時は

歯科健康診断を受けることが難しい

生徒が多く，健康診断における工夫

や，歯みがきを習慣づける取り組み

を保護者と連携しながら行いまし

た。

その後，知的障害教育養護学校で

ある現在の勤務先に転勤しました。

本校は健康診断が苦手な生徒が多

く，介助する教員は大変でした。健

康診断を行う場所である保健室を嫌

がるようになる生徒もいて，これは

何か対策を考えないといけないと思

いました。また，歯科健康診断結果

を見ると，むし歯や歯肉炎を有する

生徒が多く，治療のための受診がで

きていない生徒も多くいました。そ

こで，４年前に学校歯科医の先生に

相談しまして，組織的・継続的な歯

科保健活動を始めました。今年度は

優良校表彰で高い評価をいただい

て，大変驚き，また名誉なことだと

感じています。

まだまだ生徒の実態に合わせた取

り組みができるのではないかと思

い，今回は勉強させていただきたい

と考えておりますので，よろしくお

願いいたします。
■司会 よろしくお願いいたしま

す。続きまして，金森副会長兼専務

理事です。
■金森 私は昭和４５年に大学を卒業

いたしました。その頃世間では子ど

もの歯に関して，「どうせ抜けるか

ら，痛くなったらおいで」というよ

うな考えもありました。しかしその

ような習慣でいると，大人になって

もきちんとケアをすることはできま

せん。それで，子どものときから頑

張ってケアをしていかなければいけ

ないと思い直して今日まで来まし

た。私も開業医として子どもを中心

に診てまいりまして，障がいのある

子どもたちの診療もずいぶんさせて

いただきました。
■司会 ありがとうございました。

最後に私ですが，神奈川県横浜市か

らまいりました。横浜市の県立旭陵

高等学校の学校歯科医をさせていた

だいております。あと幼稚園１園と

保育園２園を担当させていただいて

おります。３園の歯科健康診断に関

しましても大変な思いをしています

が，今回のテーマである特別支援教

育においては，また違ったご苦労が

おありだと思います。今日は勉強さ

せていただくつもりですので，よろ

しくお願いいたします。
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日学歯が発刊した冊子と
学習指導要領等の改訂
■司会 それでは，さっそく本題に

入りたいと思います。日学歯では，

特別な支援を必要とする子どもたち

に対する学校歯科保健について，こ

れまで委員会や全国学校歯科保健研

究大会の領域別研究協議会で取り上

げ，いろいろな現場の先生方に向け

た冊子や資料なども作成してまいり

ました。最近では，赤坂先生からも

お話のありました特別支援冊子を作

成いたしまして，平成２３年４月から

日学歯のホームページでデジタル

ブックとして掲載し，多くの方にご

利用いただいております。

学校現場でのお話をうかがう前に

まず，特別支援教育の概念について

赤坂先生にお話しいただきたいと思

います。

赤坂先生，特別な支援を必要とす

る子どもたちへの教育ですが，以前

は特殊教育と呼ばれておりました。

こうした呼び名や，特別支援教育の

対象者，あるいは障害の捉え方と

いったようなものは，どのような変

遷を辿ってきたものだったのでしょ

うか。ご解説いただきたいと思いま

す。
■赤坂 少し長くなるかもしれませ

んが，重要な点ですので説明したい

と思います。日学歯は，平成１１年に

『障害のある児童生徒に対する学校

歯科保健』と題した冊子を発刊して

います。当時の学校教育法施行令に

より，最近まで障がいのある児童生

徒の教育分野は特殊教育と呼ばれて

おり，「盲，聾，養護の各特殊学校」，

「小・中学校の特殊学級」，「小・中学

校の通常の学級による教育」が行わ

れていました。

この１０年間，障がい者（児）に関

する理念が，国際的にもかなり変

わってきました。また，わが国の教

育界もここ数年間で学習指導要領の

改訂や学校保健法の改正もあって，

障がいのある児童生徒の教育や保健

に対する考え方もかなり変化してき

ました。そこで，日学歯は，平成２１・

２２年度学術第二委員会に「特別な支

援が必要な児童生徒に対する学校歯

科保健」と題する諮問の検討をお願

いし，平成２３年３月に委員会の答申

となる特別支援冊子が出されまし

た。この冊子の紹介を兼ねながら，

お話を進めたいと思います。

特殊教育から特別支援教育へ
障害の捉え方の変遷
■赤坂 平成１９年４月から，「特別

支援教育」が学校教育法に位置づけ

られ，すべての学校において，障が

いのある幼児児童生徒の支援をさら

に充実させていくこととなりまし

た。特別支援教育とは，“障害のあ

る幼児児童生徒の自立や社会参加に

向けた主体的な取組を支援するとい

う視点に立ち，幼児児童生徒一人一

人の教育的ニーズを把握し，その持

てる力を高め，生活や学習上の困難

を改善又は克服するため，適切な指

導及び必要な支援を行う”【文部科学
省：平成１９年４月１日「特別支援教育

の推進について（通知）」より】とする

ものです。

「特別支援学校」の対象者は，従

来の特殊学校の「視覚」・「聴覚」・

「知的」障害者，「肢体不自由者」，「病

気をもつ病弱者（身体虚弱者を含

む）」で，盲・ろう・養護学校と呼ば

れています。「特別支援学級」の対

象者は，知的障害者，肢体不自由

者，身体虚弱者，弱視者，難聴者，

その他疾病によって療養中の者で

す。その他，小学校，中学校の通常

の学級（以下「通級」とする）で教科

を学び，個々の障害のニーズに応じ

た特別な支援を必要とする教育を特

別支援学級で学ぶ児童生徒も含まれ

ています。平成２１年に文部科学省

は，これからの特別支援教育の概念

を示しています（図２）が，特別支

援教育の対象は，従来の特殊教育の

対象者約２３万人に加えて，小・中学

校の学級・通級に在籍し，教育上特

別の支援を必要とする発達障害であ

る学習障害（LD），注意欠陥多動性

障害（ADHD），高機能自閉症およ

びアスペルガー症候群のある児童生

徒が約６８万人加わって合計約９１万人

になり，従来の特殊教育対象者の約

４倍に増えることを示しています。

今後，さらに増加し，症状の重複な

ど複雑化が予測されています。

■特別な支援を必要とする子どもたちと学校歯科保健

赤坂守人
日本大学 名誉教授
㈳日本学校歯科医会 常務理事

特 集
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とくに，LD，ADHD，高機能自

閉症等の発達障害のある児童生徒に

ついては，これまでその定義，判断

基準が明らかでない等の理由から，

学習や生活上での困難を抱える子ど

もの専門家等との連携による適切な

指導体制の十分な対応が図られてき

ませんでした。今後は，これらの児

童生徒について視覚障害，聴覚障

害，知的障害等の児童生徒と分けて

考えることなく，一人ひとりの教育

的ニーズに応じた特別な教育的支援

を行うということが必要になってい

ます。そこで，とくに小・中学校の

障がいのある児童生徒を指導するに

当たっては，特別支援学級の教員だ

けでなく，すべての教員が学校全体

の課題として取り組むことが必要で

す。さらに地域の特別支援学校や医

療・福祉などの関係機関と連携を図

り，障がいのある児童生徒の教育に

ついて，学校歯科医等による専門的

な助言や支援を受けながら，適切な

指導を行うことが必要になります。

国際障害分類の改訂
生活機能重視への転換
■赤坂 一方では，障がいのある者

の捉え方，分類などが，国際的ある

いは国内的に変遷してきました。

WHOでは国際障害分類について平

成１３（２００１）年に改訂版が採択され

まして，障がいのある者が生きるう

えでの生活機能を重視し，障害は個

人の問題としてではなく社会におけ

る関係のなかで捉えるべきとしてい

ます。そこで，個々人の心身の状態

を理解すると同時に，生活する環境

に配慮することが求められていま

す。「特殊教育」と言われていた時

代には，障がいのある児童生徒は，

どちらかと言うと口腔の疾患や機能

障害に限らず，全身的な疾患，障害

があることから，機能的な能力不全

をきたし，さらにそれが社会的な不

利につながっていくという，いわゆ

る一方向的な見方でした。しかし，新

しい考え方では，社会生活に参加し

環境的な対応を行うことによって，

身体的な機能を含めた生活および社

会機能の向上につながるという二方

向的な視点を重視するようになりま

した。国内的には平成１７（２００５）年に

発達障害者支援法，平成１８（２００６）年

に障害者自立支援法が施行され，こ

れら法律の制定が，幼児・児童生徒

の特別支援教育にも大きく影響を与

えました。

そこで，特別な支援を必要とする

学校・学級の歯科保健活動は，個々

の児童生徒の障害の状態，機能，能

力を知り，そのスペシャルニーズに

応じた適切な保健管理，保健教育の

対応が必要になってきます。とくに

歯科保健は，生活機能としての口腔

機能の維持・回復を目指しながら，

生活活動を活発に行うことによっ

て，障がいのある児童生徒の社会へ

の参加を促すことを目的にした歯科

保健の展開が望まれています。
■司会 ありがとうございます。赤

坂先生に特別支援教育の概念といっ

たものについてわかりやすく説明し

ていただきました。障がいのある子

どもたちに対する学校歯科保健を考

図２ 特別支援教育の対象の概念図（文部科学省ホームページより）
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えるときには，一人ひとりのニーズ

の把握とそれに応じた対応というも

のが必要になってくるということ，

また，知的障害を伴わない発達障害

という考え方などについて，お聞き

しました。

専門家のお立場からご覧になっ

て，こうした特別な支援を必要とす

る児童生徒の保健管理と保健教育に

関して，特にこの辺に配慮したほう

がいいということがございました

ら，具体的にお話しいただきたいと

思います。

新しい特別支援冊子の特徴
発達障害という新たな視点
■赤坂 日学歯の新しい特別支援冊

子は，委員長である昭和大学歯学部

の向井美惠教授，副委員長の堀内先

生にリーダーシップを発揮していた

だいたおかげで，１０年前の冊子に比

べ，保健管理，保健教育について

は，各障害別に詳しく記載（図３）

されておりまして，充実した内容に

なっています。とくに発達障害につ

いては，新たな視点から興味深く触

れられています。また，特別支援学

校や学級の児童生徒の学校保健に

とって，組織活動はとくに重視され

ますので，保護者，地域の医療機関

ならびに福祉の専門家との連携とい

う点も，かなり具体的に記載されて

おります。

改めて言うまでもありませんが，

特別支援教育の必要な児童生徒に

とっては，学校歯科保健活動による

歯・口の健康維持と疾病予防を図る

ことは，単に口腔疾患から開放され

るだけでなく，肺炎等の呼吸器感染

症など全身の健康維持に関係するリ

スクを低くし，健康生活の担保の一

つになっています。とくに健康な

歯・口を通じて「よく噛んで食べる

こと」は，味覚や触覚など五感で食

事をとることで，食べる楽しみが広

がり，生きる意欲を引き出すことが

可能になります。また口腔のケアを

行うことで，口臭を予防し会話や介

護など人と接する時の不快感を与え

ることが少なくなり，社会生活に広

がりを持つことが可能になりますの

で，「歯・口の健康づくり」は毎日

の生活の質の向上に不可欠です。と

くに発達障害の児童生徒（図４）は

知的障害がないか，少ないので，能

力不利を支援することで機能の発達

や回復の可能性があります。

特別支援教育を必要とする児童生

徒にかかわっている学校歯科医は，

個々の幼児・児童生徒の発達段階に

みられる特性と，その時期の歯科学

的な特異な所見および家庭生活・学

校生活上のスペシャルニーズに対応

するため，保健管理，保健教育の面

から次の３点に留意することが望ま

れます。

第一に，障害の状態によっては，

健康診断時に児童生徒がパニック状

態を起こし，行動コントロールが困

難なときがあり，十分な健康状態の

診査ができないときがあります。そ

こで，特別支援学校・学級などの学

校関係者や保護者に，対象児の歯科

領域に関する日常の家庭，学校生活

での健康観察のポイントを指導し

て，健康診断の参考にします。ま

た，健康診断に参考になる保健調査

票の内容の充実を図る必要がありま

す。健康診断に際しての事前教育・

準備として，児童生徒にどのような

内容の診査を行い，どのような方

法・器具を使って診査するか，児童

生徒に理解されるように学校側から

説明しておくことも必要です。

第二に，歯科健康診断後，リスク

を持つ児童生徒には事後措置とし

て，養護教諭，学級担任，保護者と

１）精神発達・心理的発達と行動の障がいのある児童生徒
⑴ 保健教育に関係する特性
A 精神発達に障がいのある児童生徒

自分の近くにないものを理解したり，抽象的なことを理解するのが苦手で
す。経験をもとに物事を理解し，性質を概念化します。また，覚えるのが苦手
で，たくさん覚えられない，長い時間覚えていることができないことも特徴で
す。筋肉の低緊張や平衡感覚の発達の遅れがあり，動きがぎこちなく細かい動
作が苦手な児童生徒もいます。
B 心理的発達や行動の障がいのある児童生徒
想像力が育ちにくい，言葉を字義通りに理解する，動きがぎこちないなどが
特徴です。特定の刺激を嫌悪したり，パニックになることがあります。

⑵ 保健教育での留意点，配慮すべき事項
①具体的で解りやすい表現を工夫する。

以上のような特性から，保健教育も「健康」という抽象的な概念をいかに具
体的に解りやすい表現で伝えるかがポイントです。また，覚えるのが苦手です
ので，動機付けに工夫が必要です。
そのために，まず「快い」や「気持ちいい」という感覚を体験することを重
視します。この事により健康の中の重要な要素である「清潔」の概念を理解し
てもらいます。自分の口に興味や関心を持つような指導も重要です。
②視覚情報を活用する。
視覚情報のほうが言語情報より理解しやすかったり，具体的な情報が理解し
やすかったりしますので，絵や動画などの視覚情報を活用します。
③見通しを持たせる。
見通しが持てると，関心を持ってくれる事が多いようです。全体で何をする
か，今どこまで進んだか，を具体的に示します。
④理解の程度を考慮した表現を使う。
複数の障害があったり，障害の程度も様々ですので，個々の児童生徒を評価
し，適切な対応方法の選定や達成課題の作成は個々に行います。

図３ 精神発達・心理的発達と行動の障がいのある児童生徒
（特別支援冊子「Ⅳ章 特別な支援を必要とする児童生徒への学校歯科医の対応」P３４より）

特 集
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の連携を行い，児童生徒の個別的な

「健康相談」を受け，「保健指導」に

は学校関係者との連携を密にした指

導の充実を図ることが大切です。さ

らに歯科医療機関での要精検が必要

な児童生徒の受診の受け入れについ

て，歯科医師会を通じ連携を図って

おくことが必要です。

第三に，障がいのある児童生徒に

は，個別的に長期間の保健安全計画

を立案することが必要とされていま

すので，学校歯科医は専門家の立場

から，保健指導の面で積極的に参画

していくことが求められます。とく

に歯科的な医療ケアの必要な対象児

には，指導計画に具体的な実施法な

ど学校関係者と十分な検討のもとに

記載しておくべきです。
■司会 ありがとうございます。赤

坂先生より専門的なお立場から詳し

くお話をうかがいました。

特別支援学校の校長でいらっしゃ

る堀内先生は，さまざまな障がいの

ある子どもたちと接してこられたご

経験をたくさんお持ちだと思いま

す。学校長として，学校での子ども

たちの日常生活，保健管理・保健教

育について，どのようなことに注意

しながら取り組まれているのか教え

ていただければと思います。

学校長の立場から――
子どもたちのQOLの向上，
ニーズをいかに汲み取るか
■堀内 特殊教育から特別支援教育

へ転換したのは，平成１９年４月に学

校教育法の一部を改正する法律が施

行されたことによります。赤坂先生

のお話にもありましたように，特殊

教育では，知的障害があれば知的の

養護学校，視覚障害があれば盲学

校，聴覚障害があればろう学校とい

うように，「場」による障害に応じ

た教育でした。しかし，特別支援教

育へ転換したことで，どこにいよう

とも，生きていく上で障害になるよ

うなものを抱えている子どもたちが

持っているニーズに対応する教育と

いうことに視点が変わりました。そ

れが特別支援教育の大きな意義だと

いうふうに私は思っています。

■学校現場での対応

図４ 発達障害について ※厚生労働省「発達障害の理解のために」より改変
（特別支援冊子「Ⅱ章 特別な支援を必要とする児童生徒」P１１より）

堀内省剛
東京都立板橋学園特別支援学校（仮称）
開設準備室 校長

発達障害について

発達障害の定義：広汎性発達障害（自閉症等），学習障害，注意欠陥多動性障害等，
通常低年齢で発現する脳機能の障害
これらの発達障害については，小中学校児童生徒の約６％

・不注意
・多動・多弁
・衝動的に行動する・生まれ持った脳の障害

・言葉の発達・コミュニケーショ
ンの障害
・対人関係・社会性の障害
・パターン仕した行動，こだわり

広汎性発達障害

自 閉 症 注意欠陥／多動性障害
（AD/HD）知的障害

アスペルガー症候群・基本的に，言葉の発達の遅れは
ない（自閉症との違い）
・コミュニケーションの障害
・対人関係・社会性の障害
・パターン化した行動，興味・関
心のかたより
・不器用（言語障害に比して）

学 習 障 害
（LD）

・読む，書く，計算する等に障害
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特別な支援を必要とする子どもた

ちは，必ずニーズを持っています。

そのニーズの根源は何かというと，

私はやはりQOLの向上だと思いま

す。在学中，そして学校を出た後の

人生をいかに豊かに過ごしていける

かということです。特別支援学校，

学級等を含めて，さまざまなニーズ

を持った子どもたちがいるわけです

けれども，そういう子どもたちの教

育的なニーズをいかに汲み取るかと

いうのが大きなポイントだと思いま

す。

「生きる」，「生活を豊かにする」

という視点からすると，歯科保健指

導は非常に重要です。生きていく上

で，健康は非常に重要な要素となり

ます。ここがきちんと担保されてい

ないと，学習面や生活に関するスキ

ルの積み上げがなかなかできないの

で，やはり健康に関することは最優

先で考えるべき内容だと思います。

特殊教育の時代には，発達障害があ

る児童生徒にはそのような面で焦点

が当たりにくかったのですが，特別

支援教育に転換したことで，通常の

学級に在籍する発達障害のある児童

生徒にとっても，歯科保健指導の位

置づけは非常に重要になると思いま

す。

私の前任校は知的障害特別支援学

校ですが，さまざまな状態像を示す

子どもたちがいました。非常に歯の

状態の良い子どももいれば，生育歴

の中でケアが十分でなくて，悪い状

態の子どももいました。そのような

状態を学校の日常生活の中や健康診

断の中で把握したあと，「どのよう

に対応していくのか」，「どのように

支援していくのか」ということも在

学中の大きなポイントだと思いま

す。当然，在学中の対応等につい

て，関係する人間，つまり担任，養

護教諭，また学校歯科医の先生，保

護者の方とどう連携して支援してい

くかということが非常に重要になり

ます。また，卒業後社会に出たとき

のことを考えることも重要です。障

がいが軽度の子どもであれば自己管

理するということですね。ヘルスプ

ロモーションという考え方で，自己

管理できるように在学中にいかに指

導していくかという問題です。障が

いの重い子どもについては，卒業後

どのような支援を受ければ歯・口の

健康づくりが担保されるのかという

ことを考えます。いずれにしても，

「歯・口の健康づくり」というのは，

子どもたちのQOLにとっては，本

当に根本的な大きな課題だというふ

うに学校としては考えています。
■司会 ありがとうございました。

やはり学校長というお立場でいらっ

しゃるので，全体を把握されてい

らっしゃいます。子どもたちの

QOLの向上と，ニーズの根源とい

う，いいお話を教えていただきまし

た。ありがとうございました。

続きまして，特別支援学校の養護

教諭でいらっしゃいます船木先生に

お話をうかがいたいと思います。先

生の勤務されている大阪府立泉北高

等支援学校は，平成２３年度の全日本

学校歯科保健優良校表彰で，審査員

の先生方からもその活動が高く評価

されております。実際にどのような

取り組みをされているのか，また工

夫されている点，ご苦労されている

点なども含めてお話いただければと

思います。

養護教諭の立場から――
さまざまな事情を抱える
生徒たち
■船木 本校は大阪府の堺市にあり

まして，高等部だけの知的障害の支

援学校です。生徒数は１５１名で，知

的障害の生徒だけではなく，病弱の

生徒，視覚・聴覚支援の生徒，肢体

不自由のある生徒，重複障がいのあ

る生徒も在籍しております。支援学

校中学部を卒業した生徒が半数弱

で，残りは中学校の支援学級に在籍

していた生徒です。生徒の中には，

不登校経験やいじめを受けた経験の

ある者，家庭環境が整わない者もい

ます。

歯科保健活動について，以前学校

歯科医の先生に相談したときには，

「とにかく継続しましょう」という

ことと「組織的に学校歯科保健活動

を進めてください」という２点のア

ドバイスをいただきました。継続す

ることでどう変わるか，組織的に動

けるかどうか，いろいろな課題があ

りましたが，養護教諭が走り出した

だけではやはりだめで，周りの支援

を得なければなりませんでした。幸

い本校は学校歯科医のご協力の下，

堺市保健センターの歯科衛生士さん

の協力も得まして，歯垢染色剤を

使った集団指導方法を教えていただ

いたりしました。そして障がいのあ

る生徒でも歯みがき指導は可能だと

いうことを教えていただきました。

実際に歯科保健活動に取り組んで

みると，さまざまな問題点が出てき

ました。例えば，将来にわたって歯

船木雄太郎
大阪府立泉北高等支援学校
養護教諭
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科に通ってほしいという思いはあり

ますが，学校の保健指導の中でさ

え，子どもたちが現在どれだけかか

りつけ歯科医を受診しているかとい

う状況調査ができていませんでし

た。そういった問題点から，むし歯

と歯周病を予防する，受診率を上げ

る，教職員，生徒，保護者の歯と口

の健康に対する意識を高めるという

３点に目的を絞り込みまして活動を

進めていきました。

健康診断を受ける前に
子どもの状態を把握すること，
普段の働きかけ
■船木 歯科保健活動の軸はやはり

定期健康診断ですが，本校では生徒

が健康診断を受けられるか受けられ

ないかということがかなり大きなポ

イントです。知的障害のある生徒に

してみれば，歯科だけではなく，レ

ントゲン，内科検診，耳鼻科検診，

眼科検診と，すべてがとても恐怖感

を持ちやすい診査です。また，入学

した時点では，こちらも生徒の様子

がまったくわかりません。とにかく

少しでも多くの情報を得ようという

ことで，生徒が入学した時点で養護

教諭が全員の保護者面談をさせても

らい，歯科健康診断が受けられる

か，歯科医院へは行っているか，と

いった内容を把握します。あとは中

学校や支援学校中学部の養護教諭や

担任の先生から情報をいただいた

り，学校から送られてくる健康診断

票で生徒の様子を把握したりした上

で歯科健康診断を実施します。

集団指導では，１年生の全生徒を

集めて「こういう健康診断をやる

よ」「こういうふうに受けていく

よ」とスライドで健康診断の流れを

見せます。保護者などからの情報で

健康診断が苦手だとわかった生徒に

ついては，個別に健康診断の事前指

導を行い，また担任からも健康診断

を受ける練習をしてもらいます。

学校歯科医の先生は，１年生には

無理をなさいません。例えば，学校

歯科医の先生は白衣を着ずに，雰囲

気をとにかく明るくして「見せられ

るかな，どうかな」という感じで健

康診断を進めます。障がいの重い生

徒には歯ブラシを見せるだけとか，

前歯部だけ見られればそれでよしに

しようとか，とりあえずその程度に

留めています。本当は私自身，最初

は，それでうまくいくのかなと不安

でした。本来の歯科健康診断はスク

リーニングで，歯全体を見て何かな

いか探ることが大事だと思っていま

した。しかし３，４年やっていく中

で生徒に教えられました。１年生の

ときは暴れて逃げ回っていた生徒

が，３年生になったらすっと椅子に

座って口を開けました。以前は歯ブ

ラシを口に入れるだけで嘔吐してい

た生徒も，「口を開けるだけでいい

から」「みがかないから大丈夫だ

よ」「ちょっと自分で歯ブラシを口

に持っていってごらん」というよう

な言葉かけを続けていたら，口を開

けることができました。少しずつで

すが，そういうことを繰り返すこと

で，歯科健康診断がうまくいくとい

うことがわかってきました。

しかし，これは健康診断での工夫

だけが功を奏したわけではなく，や

はり普段から給食後の歯みがきを継

続し続けたことや歯みがきカレン

ダーを作って保護者に働きかけたこ

とが大きな力となったと思います。

それに，今回表彰していただいたこ

とも大きかったと思います。障がい

が重い子どもの場合，本当にお母さ

んは仕上げみがきが大変なのです

が，表彰が励みとなって，さらに頑

張ってくださっています。

「嬉しい」という気持ちが
モチベーションに！
歯科保健指導と気持ち学習
■船木 個別の歯みがき指導（図

５）は，保健室で各学年２０名弱を

ピックアップして行っています。歯

みがきカレンダーのコメント欄に

は，家でどのような歯みがきをして

いるのか，いろいろなコメントが書

かれます。「実は夜しか歯みがきが

できていません」とか「歯ブラシは

くわえているだけです」とか，逆に

「すごく頑張っているんですよ」と

か「歯医者さんに行くことができま

した」とか。そのコメントを個別の

歯みがき指導に生かしています。

また，お母さんがせっかく子ども

図５ 保健室での個別歯みがき指導の様子
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の頑張りをほめていますので，私た

ちもほめる機会を作らなければいけ

ないと思いました。本校では毎月体

重測定前に保健指導を行っているの

ですが，そのときにスライドでそれ

ぞれの歯みがきカレンダーを大きく

映しまして，「お母さんはこうやっ

てほめてくれていたね，おめでと

う」といって拍手をしてあげます。

生徒は恥ずかしいけれども嬉しいと

いう感情が出てきて，嬉しいと思う

と少しモチベーションが上がるんで

すよね。拍手を浴びるということ

は，どんな人にとっても嬉しいこと

で，それを続けていくと，年々歯み

がきカレンダーのコメント欄の内容

が充実してきました。最近は保護者

の方が子どもに対して「こういうこ

とをもうちょっとやってくれたら嬉

しいな」などと語りかける文章を書

いてくださるようになってきて，そ

れをまたスライドで紹介すると，相

乗作用でどんどんよくなるのです。

これが連携なのかなというふうに感

じました。

一方，生徒の中には「嬉しい」と

いう気持ちを自分の中で「嬉しい」

と捉えられない子どもがいます。い

じめを受けた生徒など，心を閉ざし

ている生徒に歯みがき指導はできま

せん。口を開けるどころか保健室に

来ない。呼び出しをかけても来ない

という状況があります。そういった

中，本校では９月から１２月にかけて

体重測定の保健指導のときに「気持

ち学習」という取り組みを行ってい

ます。「幸せ」とか「悲しみ」「不

安」「怒り」という気持ちを表情に

出せない生徒がいるので，言葉や表

情，体の変化を細かく教えていま

す。今年度は，気持ちの表現として

手話で話すことにも取り組んでいま

す。歯みがきをすると「気持ちい

い」，「すっきりする」という気持ち

を手話で表すことで，とても歯科保

健活動に役立っています。歯・口と

いうのは，食べる，話す，表情を作

る，運動をするということにつな

がっています。生徒には歯と口の健

康がどれだけ全体の健康につながる

かという話もしています。言葉をて

いねいに使えない生徒も非常に多い

ので，われわれ教師がとにかく表情

と態度と言葉でしっかりとほめてあ

げる，ほめられることによって生徒

も心地よさを覚えるので，その相乗

作用で歯科保健指導を通じて「気持

ち学習」も進んでいくのではないか

と思っています。
■司会 ほめてあげて，モチベー

ションを高めるということですね。

保護者の方にとっても，優良校表彰

で優秀賞を受賞されてよかったです

ね。誰でもほめられると嬉しいです

ものね。子どもたちも，ほめられた

らやはり嬉しいと思います。いろい

ろな工夫をされているご様子がよく

わかりました。ありがとうございま

す。

障がいのあるお子さんのお母さん

は，ご自分の子どものことをすごく

ほめて，「うちの子はこういうこと

ができるんです」ということをおっ

しゃいますよね。船木先生のお話を

うかがっていると，お母さんが自分

の子どもをほめたいという気持ちが

よくわかりました。

特別支援学校の校長先生，養護教

諭の先生から，子どもたちの日常の

様子をお聞きしました。続きまし

て，学校歯科医として特別支援学校

をご担当されている沖先生と兼元先

生にうかがいたいと思います。沖先

生は，ろう学校を担当されていらっ

しゃいますが，学校歯科医としてど

のようなことに注意しながら歯科健

康診断や事後措置に取り組まれてい

るのでしょうか。工夫されている点

や特別なツールなどがありました

ら，併せてお話をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたしま

す。

ろう学校での取り組み――
多くの職業に接することも，
子どもにとって一つの勉強
■沖 私は２５年前から学校歯科医を

しておりますが，当時はむし歯だら

けで，学校歯科医の仕事はむし歯を

見つけて「歯科医院へ行きなさい」

ということでした。最近変わったな

と思ったのは，やはりむし歯が減っ

てきたことです。そして気がついた

ら歯肉炎，歯周炎が増えていまし

た。歯肉炎，歯周炎は歯肉が赤くな

るので，われわれプロではなくて

も，学校の先生もわかりますね。そ

して歯みがき指導をすると，赤みが

消えていくのもわかるんですよね。

寄宿舎の先生や保護者の方にも話を

するのですが，「歯みがきをしたら

こんなに変わるのか」ということが

この２，３年でわかってきて，瞬く

間にG・GOもなくなってきまし

た。歯周病はGOの段階でかなり

改善できるのではないかということ

に周りの人たちも気がついて，大き

■学校歯科医の立場から

特 集
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な効果があったのではないかと思い

ます。

高知県には「高知県子どもの健康

を守る地域専門家総合連携事業」と

いうものがございます。各学校が，

学校現場にあまりかかわれない専門

医，例えば性の問題や喫煙の問題や

精神の問題などの専門医に来ても

らってお話をしていただくという制

度があります。その中で歯科衛生士

も活躍しています。子どもたちは，

私たち歯科医には学校健康診断等で

接する機会がありますが，歯科衛生

士に接する機会は少ないですね。実

際に子どもたちが保健指導を受ける

ときには歯科衛生士のことが多いだ

ろうということで，養護教諭の先生

は，私ではなくて私の診療所に勤め

ている歯科衛生士さんに来てほしい

といいます。子どもたちが社会に出

たときにはいろいろな仕事の人たち

と接しますから，今からできるだけ

多くの職業の人に接することが勉強

になるという発想で，私は歯科衛生

士に行ってもらっています。歯科衛

生士の指導を受けていれば予防もで

き，早期発見もできるので，歯科の

治療で痛い思いをしなくてすむと思

います。

また，耳が聞こえない子どもは文

字を読めばわかるだろうという認識

が皆さんあるらしいですけれども，

養護の先生に聞くとそうではなく

て，絵にして見せないと，文字だけ

では簡単に意味が取れない場合があ

るそうです。そこで私たちはこのよ

うに絵にして子どもたちにわかりや

すくしています（図６）。
■司会 ありがとうございます。そ

れでは続きまして兼元先生にうかが

いたいと思います。いかがでしょう

か。

沖 義一
高知県立高知ろう学校
高知県立盲学校 学校歯科医

図６ 歯科健康診断の説明用ポスター
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肢体不自由，知的障害
支援学校での取り組み――
かかりつけ歯科医を
持つことの大切さ
■兼元 私が担当しているのは，県

立のほうは肢体不自由の支援学校，

市立のほうは知的障害の支援学校

で，それぞれ対応は違っています。

私は小児歯科医として，いろいろ

な子どもの行動変容についても勉強

させていただきました。その知識を

特別支援学校の歯科保健活動にも生

かすことができました。

歯科健康診断は子どもの状態に合

わせて行っています。知的障害の支

援学校においては，健康診断の前

に，担任ならびに養護教諭の先生が

絵カードと写真カード等を使って歯

科健康診断について説明します。こ

れは小児歯科におけるTell, Show,

Do（TSD法）という行動変容の方

法です。事前にお話をして，写真等

を見せて「じゃ，やりましょうね」

という方法です。また，モデリング

法という方法では，二人ずつ健康診

断を行いながら「隣を見てごらん」

「お隣さんと同じようにしようね。

できるでしょう？」などといった方

法で子どもに合わせて行っておりま

す。しかし，どのような方法も学校

現場のご協力があってのことです。

ご家庭で小さいころから寝かせみ

がき等で仕上げみがきをしている子

どもは，健康診断でも寝かせて診査

をした方が安心します。この体位

は，歯科医の立場からすると，診査

しやすいのです。また，車椅子のほ

うがいい子どもは車椅子で，車椅子

から降りて座ったほうがよければ座

らせ，立っていたほうがいいのであ

れば立ったまま，その子どもに合わ

せた方法で健康診断を行います。肢

体不自由の子どもには特異な体位が

あります。事前の保健調査ならびに

通常接しておられる先生方のご指導

に基づき，その子どもに合わせた体

位が取れるようにしています。例え

ば足の下に枕，右の肩にタオルなど

を使用して行っております。ただで

さえ健康診断や白衣は嫌だと思うの

ですから，せめて子どもたちが好き

な，安心できる状態で診てあげたい

と思っております。

皆さんがおっしゃるとおり，ほめ

る，励ますということは大事だと思

います。何かができたときにはオー

バーなくらいほめてあげます。私は

いつも「励」という字は「万の力」

万の力が湧いてくるといいます。

「あーん」とお口を開けられなかっ

た子どもが急に「あーん」とした

ら，みんなで手を叩いてほめます。

そうすると，その子どもはその後も

一生懸命に口を開けてくれます。そ

れがきっかけになって，歯みがきも

できるようになることもあります。

先ほど少し申し上げましたが，「障

がい児にはにおいがある」といわれ

ていたのは，要するに口臭，お口の

ケアができなかったためのにおいで

す。卒業後，子どもたちが社会に出

て，周囲の人たちといかにいい関係

で共生していけるかということを考

えたとき，口臭予防ならびにいっ

しょに食事をするときのお行儀の問

題があります。それは「しっかり噛

む」以前の問題で，いかにお口を閉

じて食べられるか，食器や食具を上

手に使えるかなどの基本的なマナー

を身につけることが，障がいのある

子どもの食育だと思っております。

これはもちろん自食のできる子ども

の場合ですが……。

卒業までの１２年間は，歯科健康診

断ならびに口腔ケアについて学校と

いうフィールドで私たち学校歯科医

が携わることができますが，卒業

後，子どもたちの歯科健康診断の機

会はほとんどありません。養護教

諭，学校歯科医を通じて，卒業後な

らびに障害を見据えた口腔管理を任

すことができるかかりつけ歯科医を

在学中に見つけてほしいと考えてい

ます。自己管理，家庭管理の難しい

子どもに対するCO・GOの対応に

は，学校歯科医と地域のかかりつけ

歯科医の連携が必要です。そのため

には，「健康診断結果のお知らせ」

の記載方法が重要となってまいりま

す。

千葉県では，特別支援学校養護教

諭会の調査結果で「かかりつけ歯科

医来院理由は『健康診断結果のお知

らせ』による」との報告に基づき，

千葉県特別支援学校版「健康診断結

果のお知らせ」を作成して，県立特

別支援学校養護教諭会へ配布いたし

ました。
■司会 そのほかにも，千葉県では

県歯科医師会の監修で，よく噛むメ

ニューからなる「８０２０御弁当」とい

う取り組みもされていて，すばらし

いですね。
■兼元 ありがとうございます。こ

のお弁当は，千葉県で口腔保健週間
けん し

に行われる健歯児童・生徒表彰式の

当日も，子どもたちに配られます。

兼元妙子
千葉県立船橋特別支援学校
船橋市立船橋特別支援学校
学校歯科医

特 集
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特別支援学校からの出席者で，普通

食を自食できる子どもたちにも配布

いたしました。この健歯児童・生徒

表彰で特別支援学校枠を設けたの

は，平成１９年度第７０回全国学校歯科

保健研究大会が千葉県にて開催され

たことを受け，千葉県歯科医師会と

して県立特別支援学校歯科保健推進

協議会を立ち上げ，その一環とし

て，この表彰事業に特別支援学校の

子どもたちの参加を呼びかけたのが

始まりです。その結果，選出された

児童・生徒ならびに保護者，学校へ

の歯科保健の啓発につながりまし

た。表彰式では，知的障害のある一

人の子どもが素直に喜びを表現して

会長に抱きつくという場面があり，

緊張する式典にほほえましい光景も

見られました。

健康な歯の子どもが多くなり，健

歯児童・生徒表彰の是非が問われる

昨今ですが，特別支援学校の子ども

にとって，この表彰は啓発に一役

買っていると思っております。
■司会 ありがとうございます。学

校現場の先生方にそれぞれのお立場

から，子どもたちに見られる特徴や

対応の実例などに関するお話をうか

がいました。さまざまな特性を持つ

子どもたちに対して，歯科健康診断

や保健教育を行う際にそれぞれ工夫

されている点や，ご苦労されている

点が本当によくわかりました。歯科

保健活動を推進していく上で，兼元

先生がおっしゃった関係者との連携

も大変重要だと思います。

他の先生方は，学校でどのような

形で連携を取りながら活動されてい

るのでしょうか。今後どのような支

援が必要かということについても，

お考えがありましたら教えていただ

きたいと思います。堀内先生から順

番にお願いいたします。

大事なのは手段よりも
関係者の「思い」
地域連携を含めたツールの整備
■堀内 学校現場では，学校歯科医

の先生，養護教諭，担任等の努力に

よって，子どもたちへの対応につい

ては工夫が進んできたと思います。

コミュニケーション上の課題がある

場合には絵カードやコミュニケー

ションボードなどの代替ツールを使

う，聴覚障害があれば視覚情報で補

うなど，いろいろなやり方があると

思いますが，私は代替手段が大事な

のではなくて，その根本にある「何

とかしよう」という関係者の思いが

一番大事ではないかと思います。こ

の思いがなくて，「こういう状態像

の子どもにはこれを使えば何とかな

るでしょう」という発想は，ちょっ

と違うと思います。

また学齢期に歯科健康診断で「こ

うすればうまくいく」という方法な

り対応なりが明らかになった場合に

は，それを卒業後の生活につなげて

いくということは，やはり学校とし

てはやらなければならないことで

す。今，特別支援教育の中では，個

別の教育支援計画を策定するという

ことが決められています。策定に当

たっては，関係者が集まって支援内

容を検討する会議等も開けますの

で，医療・健康にかかわる部分で，

もしニーズがあるのであれば，そう

いうところを活用し，つなげること

もできると思います。

かかりつけ医の話が出てきました

けれど，前任校の所在地である千葉

県では，「受診サポート手帳」（図

７）という制度がありましたので，

これを活用しました。どういう支援

をすれば受診が可能かということや

特性等を書く欄があって，それを

持ってかかりつけ医に行くことを促

しました。歯科医の先生は，それを

読んで患者に合わせた診察をしてく

れます。例えば，白衣を怖がるとい

う記載があれば白衣を脱ぐとか，視

覚情報があれば何とか受診できると

いう記載があれば絵カードなどを使

うとか，そういうことで活用しま

す。やはり地域連携を図る上では，

ツールを活用することは大事なこと

だと思います。受診サポート手帳に

類するものは多くの都道府県で開発

されていますので，問題はいかにこ

れを運用するかということですね。

その意味で学校現場の責任は重いの

で，学校歯科医の先生はじめ地域の

歯科医師会の皆さんとも連携しなが

ら，整備に向けた努力をしていけれ

ばと思います。
■司会 ありがとうございます。日

学歯では，学校歯科医生涯研修制度

として基礎研修会を開催して，健康

診断にかかわる情報の提供なども含

め，学校歯科医としての資質の維

持・向上に努めておりますが，子ど

もたちの情報を関係者で共有する意

味で，かかりつけの先生方もこの受

診サポート手帳があると助かると思

います。では船木先生，よろしくお

願いいたします。

■支援に必要なもの，関係者との連携とは？
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組織レベルを上げること
歯科保健活動そのものが
保健教育ツール
■船木 養護教諭だけが歯みがき指

導を一生懸命やってもだめで，まず

組織レベルを上げようということか

ら，子どもたちの指導の前に，学校

歯科医の先生に教職員向けの指導を

行っていただき，教職員に歯垢染色

を体験してもらいました。教職員の

スキルももちろん上がりましたし，

普段，担任は生徒といっしょに給食

後に歯みがきをしているので，生徒

にもいい影響がありました。教職員

が生徒といっしょに歯みがきをする

時間を全部足せば，すごい時間にな

ると思います。いわゆる保健指導と

いう形では時間に限りがありますの

で，普段の生活の中で指導が行えれ

ばとても有効です。マナーの面でも

普段から指導することが大切で，「ブ

クブクペッ」のときの「ペッ」の仕

方などもいっしょに教えていくとい

うことをしています。

６月，１１月には保健室から歯みが

きチェック表を配っていますが，歯

みがきチェック表を配ることで，教

室の中で「歯みがきをちゃんとしな

きゃだめだよ」という空気が生まれ

ますし，保健室としては，歯みがき

がどれだけちゃんとマナーとして，

習慣としてできているかという把握

につながると思っています。また，

写真をたくさん撮って個別に生徒に

見せて，「ここがみがけてないね」

とか「赤いところはここだね」とい

うことを教えています。経過を記録

して変化を生徒に見せ，保護者にも

指導の記録や健康診断の結果をすぐ

出すのですけれども，保健室の指導

内容，学校歯科医のチェックも入れ

ていただいて，三つの情報を渡して

います。今年度はもう少しレベル

アップするために，さらにきめ細か

い指導を行っています。まず保健室

のほうで健康診断の結果をもとに個

別の歯みがき指導を行い，その結果

をすぐ保護者に知らせて夜と朝の歯

みがきの言葉かけをしていただきま

す。翌朝，生徒にもう一度保健室に

来てもらって歯をチェックし，その

チェック指導内容を担任に伝えて給

食後の歯みがきに生かしています。

ほぼ２日にわたる歯みがき指導とい

う取り組みですので，なかなか大変

です。

また，子どもたちが治療を受ける

態勢づくりも整えていきたいと思い

ました。ツールとしては，何よりも

学校歯科医の歯科健康相談が一番い

いと思いまして，歯科受診が苦手な

生徒と保護者に来ていただいて，治

療に関する説明を行っていただいて

います。学校の担任もしくは養護教

諭と信頼関係が結べている生徒は，

いっしょにかかりつけの歯医者さん

まで行きまして，横に付き添って「頑

張ろうね」と励ましながら治療を受

けるという環境を作っています。

意識を高めるということでは，年

度初めに年間保健目標を立てること

を保護者にお願いしています。１１項

目からある保健目標の中から生徒と

保護者に三つ選んでもらって，家庭

で１年間頑張ってみてくださいとお

願いするのです。

栄養教諭には，「噛み噛み給食」

という食材に配慮した給食を用意し

てもらっています。ただ，本校の生

徒の中には，なかなか噛めない生

徒，嚥下の苦手な生徒もいるので，

図７ 受診サポート手帳（千葉県）
（特別支援冊子「Ⅵ章 特別な支援を必要とする児童生徒のための医療連携」P５３より）

特 集
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そういった生徒にはペースト食を用

意しています。

また学校には，学校保健委員会や

生徒保健委員会などいろいろな組織

がありますので，それを有効に使う

ことにも尽力しています。生徒保健

委員会のメンバーには，障がいが少

し重い生徒もいますが，歯に関する

呼びかけを全校生徒の前でやっても

らっています。こういった生徒は人

前に立つ機会がほとんどないので，

生徒保健委員会という企画の中で何

か発言をさせようという目的もあり

ます。

実は本校の保健室の生徒来室数

は，全生徒数１５１名に対して１日平

均４６名です（図８）。頻回来室の生

徒もいますが，年間で７，０００名を超

える来室があります。その機会に個

別の歯みがき指導も実施していま

す。頻回来室する生徒にもその現場

を見てもらって，「歯みがきしたか

な」とか「いつもどういうふうにみ

がいているの」という言葉かけをし

て，少しずつコミュニケーションを

とり，指導につなげるようにしてい

ます。

余談ですが，私は男性なので，た

びたび生徒に力で来られることがあ

ります。しかし，そこで感情的にな

らず，なおかつ歯ブラシを手に，汗

だくになりながら指導をしていま

す。

歯科保健活動をすることで生徒も

保護者もみんな笑顔になっていきま

す。私にとっては，歯科保健活動自

体が一つの大きな保健教育ツールに

なっていると思っております。
■司会 続きまして沖先生，よろし

くお願いいたします。

一つのきっかけから
次につなげること
子どもの特徴を共有すること
■沖 私としては，歯だけの問題で

はなくて，生活習慣にもよるのかと

思いますので，やはり何か一つの

きっかけを引き出すと，次につな

がっていくのではないかと思いま

す。そこのところが少しずつ定着し

てくれば，生活習慣も良い方向に変

わっていくと思います。それは障害

のあるなしにかかわらず，同じよう

なところがあるのかなと思います。
■司会 ありがとうございました。

兼元先生はいかがでしょうか。

■兼元 学校健康診断の前から，健

康診断は始まっていると思います。

事前の保健調査によって，健康診断

ならびに事後措置もスムースに行え

ます。保健調査票に，「光が苦手」

「先端恐怖症」「白衣はダメ」という

子どもの特徴をちょっと書いていた

だくと，健康診断だけでなく，かか

りつけ医の受診にも役立つかと思い

ます。

個別での指導は，全学年，養護教

総計
▲ 健康相談活動
◆ 内科
● 外科

生徒の保健室来室状況

図８ 保健室来室状況

土屋松美
㈳日本学校歯科医会
広報担当常務理事
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諭中心にいたしますが，保護者も加

えての指導は小学校１年生と高校３

年生だけは外せません。入口と出口

をしっかり固めたいと思っておりま

す。小学校１年生には，まず保護者

といっしょに来校していただき，歯

みがき指導ならびに生活習慣につい

てお話しいたします。そこから始め

て，高校３年生では卒業間際にマ

ナーも含めた指導を保護者と共に行

います。また，卒業前までには，か

かりつけ歯科医を見つけてもらうよ

うに指導しております。
■司会 連携ということでどのよう

な活動をしているか，４名の先生方

にお話をうかがいました。それで

は，いろいろなお話が聞けたところ

で赤坂先生にお聞きしたいのですけ

れども，学校現場の先生方のお話か

ら，現場での課題，また日学歯に求

められている役割をどのようにお感

じになりましたか。また，不足して

いるような部分がありましたら，お

話をお聞きしたいと思います。

学校歯科医は
歯科保健のコーディネーター
「集団」の視点から
「個別」の視点へ……
■赤坂 大学の小児歯科にいまし

て，障がいのある小児の歯科治療と

保健指導を行っていましたが，子ど

もたちの生活の様子がよくわかって

いないことに気づきました。そこで

個人的に夏休みを利用しまして，知

的障害のある子どもたちが暮らす施

設に２泊３日で，歯科健康診断や歯

みがき指導を兼ねながら約１０年間ボ

ランティア活動をしたことがありま

した。その時，施設で生活する子ど

もたちと，診療室で出会う子どもた

ちの姿とのギャップを感じまして，

障がいのある子どもたちについての

新しい視点を学ぶことができまし

た。

現代の特別支援学校は，その学校

で学ぶ児童生徒に限らず，地域の小

学校，中学校などの特別支援学級や

通級の特別支援教育についての問題

や，そこに学ぶ児童生徒の対応につ

いての，センター的役割を担ってい

ます。当然そこに所属する関係者に

限らず，学校歯科医もそのような役

割を担っていると考えるべきで，そ

のためには，学校歯科医は歯・口の

課題に限らず，児童生徒の生活状況

を知り，理解した上での歯科保健に

関するコーディネーターとしての役

割が求められてきます。とくに特別

支援教育の対象者の「安全」や

「食」の課題に取り組むためには，

この視点を持つことが重要です。

先に申し上げましたとおり，日学

歯は各委員の先生方の努力と協力の

おかげで，「特別支援が必要な児童

生徒に対する学校歯科保健」の答申

をいただき，現在，誰もがこの特別

支援冊子を読むことができますが，

さらに普及活動に努めることが大切

だと感じています。ただ振り返って

残念に思うことは，限られた時間と

誌面の関係から，実践的な事例や資

料が十分ではなかったと感じていま

す。とくに小・中学校の特別支援学

級あるいは通級に通う発達障害の子

どもたちの歯科保健については，ま

だ経験などの積み重ねが少ないなど

もあって，課題が残されたと思いま

す。その点は，今後に期待したいと

願っております。

従来の「特殊教育」と呼ばれた時

代，障がいのある児童生徒に対する

歯科健康診断や保健指導が行われて

いたのは，主に特殊学校・学級に限

られ，また地域においても特殊な歯

科専門分野としてみられ，担当する

学校歯科医も限られていました。し

かし，今後の小学校，中学校での特

別支援教育の拡がりから，その垣根

がかなり取り払われようとしており

ます。今後の学校歯科医は，多かれ

少なかれ障がいのある児童生徒とか

かわりを持ち，対応することが求め

られる時代に来ています。また，従

来の学校保健活動は，児童生徒に対

し，主に集団としての視点からの対

応が中心でした。しかし，近年改正

された「学校保健安全法」が目指す

理念や方向性，あるいは現代の児童

生徒が抱えている心身の健康課題の

多様化・複雑化に対応するには，児

童生徒の個別の視点での活動・展開

が必要とされますし，また家庭，地

域歯科医療機関との連携が求められ

てきます。この点を考えますと，障

がいのある児童生徒の保健活動は，

むしろ今後の学校歯科保健全般に対

し，先進的にさまざまな課題が示さ

れているとみるべきでしょう。今回

答申された特別支援を要する学校歯

科保健の指針は，学校歯科保健とし

てもかなり共有されるべき部分が多

いと思います。
■司会 では，先生方の今後の取り

組みへの抱負などありましたら，先

ほどの順番でお話をうかがいたいと

思います。

金森市造
㈳日本学校歯科医会
副会長兼専務理事

特 集
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■堀内 新しく学校を作りますの

で，肢体不自由教育部門について

は，医療的ケアの部分でぜひ歯科医

の先生方の専門性を活用していきた

いと考えています。

あわせて，昨年，歯科口腔保健法

ができましたが，その中に「国民の

責務」（図９）が規定されましたの

で，ぜひ，学校歯科医の先生方には

学校現場の中で，保護者，教職員，

児童生徒に対して，その内容につい

て具体的に啓発活動を行ってほしい

と考えています。

最後に，虐待のことについてで

す。障害者虐待防止法が昨年の６月

に成立・公布されて，今年の１０月１

日から施行されます。その中で，早

期発見における民間協力機関に，「歯

科医師」が明確に位置づけられまし

た。そういった意味でもやはり，歯

科医の先生方の担うべき問題は多岐

にわたっていて，学校現場とのかか

わりが深いです。ぜひ学校歯科医の

先生方に学校経営に参画していただ

いて，校長ともども子どもたちの

QOL向上に向けていろいろお力を

貸していただければと思います。
■司会 続いて，船木先生お願いし

ます。
■船木 私が肢体不自由養護学校に

勤めていたときに，吸引器つき歯ブ

ラシというものが導入され出して，

それは医療的ケアなのか歯みがきな

のかということが議論になったこと

がありました。しかし，そういう医

療技術が進むと生徒はスムースに歯

みがきができるようになりますの

で，そういう意味ではどんどんモノ

が進化し，われわれがそれを取り入

れていくことは大事なことだと思い

ます。

本校としては，歯科保健活動を単

独の分野ではなくて，他の教育とか

かわることと捉えています。例えば

歯と口の健康づくりは性教育にも関

係してきます。つまり口もプライ

ベートゾーンで，勝手に物を入れた

りキスをしたりしてはだめ，などと

いう教育です。そういう視点に立て

ば，歯科保健活動はいろいろな教育

に組み入れることができます。

今日は，清潔や口臭予防，歯科衛

生士さんの仕事というお話も聞け

て，私たちの中には口臭予防や仕事

の紹介という観点は欠けていたなと

思いました。今日はいろいろなこと

が勉強になりました。ありがとうご

ざいました。
■司会 ありがとうございました。

沖先生，お願いします。
■沖 ろう学校の隣に特別支援学校

ができたのですが，その学校歯科医

として初めての健康診断に出て，も

うこれは大変だなと思いました。実

際にどんなふうにしたらいいのかわ

からなくて戸惑いました。それで今

日は勉強させてもらいたいなという

思いがあったのですけれども，これ

からもう少し学校現場の先生方とお

話をして，こうすればというところ

があれば参考にさせていただきたい

です。
■司会 ありがとうございます。で

は兼元先生，お願いします。
■兼元 今後のテーマは連携だと思

います。学校歯科医だけではなく，

地域のかかりつけ歯科医，学校現場

の校長先生，養護教諭の先生，もち

ろん保護者の方との連携は本当に大

切だと思っています。

先ほどから堀内先生がおっしゃっ

ている「思い」ですが，この「思

い」がどう形づけられるかというの

は難しい問題です。「思い」はあっ

ても，なかなかできないということ

もあります。行政などとの絡みもご

ざいますので，その辺のところを考

えていきたいと思っています。

日学歯にお願いしたいのは，千葉

県独自では作成いたしましたが，特

別支援児童・生徒の特長を考慮した

特別支援学校版「健康診断結果のお

知らせ」を作っていただくことで

す。

そしてもう一つ，歯・口の健康に

関する図画・ポスターコンクールに

おいて，特別支援学校児童・生徒の

■今後の目標，学校歯科医に求めたいこと

歯科口腔保健の推進に関する法律

（平成二十三年八月十日法律第九十五号）

（国民の責務）
第六条 国民は，歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち，生涯に
わたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行う
とともに，定期的に歯科に係る検診（健康診査及び健康診断を含
む。第八条において同じ。）を受け，及び必要に応じて歯科保健指
導を受けることにより，歯科口腔保健に努めるものとする。

図９ 歯科口腔保健の推進に関する法律（抜粋）
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枠も考えていただければと思いま

す。子どもたちはすばらしい絵を描

いています。発想がとてもすばらし

いのです。またポスターを描くこと

で歯・口，ひいては食べることにも

興味を持ってもらえます。ほめられ

ることが，励みにもなります。よろ

しくお願いいたします。
■司会 まだまだお話をうかがいた

いところなのですが，そろそろお時

間となりました。最後に日学歯を代

表しまして，金森副会長兼専務理事

にお話をうかがいたいと思います。
■金森 今回この座談会をさせてい

ただき，非常によかったと感じてお

ります。今日の座談会をきっかけ

に，特別支援教育の現場で努力され

ている方々の姿が，子どもたちへの

支援啓発の大きな柱になれば幸いに

思います。貴重なご発言をいただき

ましてありがとうございました。
■司会 では，これで会誌１１１号特

集座談会を終了させていただきま

す。先生方，長時間にわたりまして

本当にありがとうございました。

＊注記＊
「障害」の表記について：「障害」の表
記の在り方に関する近年の社会動向
や，障がいのある方に配慮し，一部ひ
らがな表記とさせていただきました。

校種別座談会シリーズⅠ
「特別な支援を必要とする児童生徒に対する学校歯科保健」を終えて

広報担当常務理事 土屋松美

近年，障がいのある者（児）の捉え方，分類などが，国際的あるいは国内的に変換してきました。障がいのある者
（児）が生きるうえでの生活機能を重視し，障がいのある個人の心身の状態を理解すると同時に，生活する環境に配
慮することが求められており，この理念は教育にも影響を及ぼすことになります。
今回の座談会シリーズではまさに，現場で子どもたちに接しておられる学校歯科医，校長，養護教諭の４名の先生
方をお迎えし，直接お話をうかがう機会を得ました。また，日本学校歯科医会では平成２３年３月に『特別支援が必要
な児童生徒に対する学校歯科保健』と題する冊子を出しましたが，その折ご尽力いただいた赤坂守人先生には，学識
者のお立場より貴重なお話もうかがうことができました。
「特別支援学校」の対象者は，従来の特殊学校の「視覚」・「聴覚」・「知的」障がい者，「肢体不自由者」，「病気をも
つ病弱者（身体虚弱者を含む）」で，盲・ろう・養護学校と呼ばれています。一言で対応策を論じても，それぞれ症
状も異なり，個々の障がいのニーズに応じた支援が必要になるのは当然のことです。また，障がいのある児童・生徒
の歯科治療に対応できる歯科医療機関の整備がなされていないため受診したくても受診できない，あるいは受診した
にもかかわらず歯科治療ができなかったというケース，保護者が歯科治療の必要性に気付かない・関心を示さない
ケースなども考えられます。したがって，学校歯科医は学級担任，養護教諭などと連携して，歯・口の状態だけでな
く，家庭環境，生活環境など様々な社会的要因を考慮して対応していくスキルを持つことも求められています。こう
した状況の中，様々な工夫をされ，子どもたちと同じ目線に立ち，努力を惜しまないで指導されている学校現場での
様子がよくわかり，本当に頭が下がる思いでした。
今回は校種別座談会シリーズの第１回目として，「特別な支援を必要とする児童生徒に対する学校歯科保健」を取
り上げましたが，概念を理解しつつ子どもたち一人ひとりに合った対応を目指し，学校歯科保健の向上に努力を惜し
まないと言われる先生方のお言葉に力強い後押しをいただいた思いがしました。今後も校種別座談会シリーズを継続
し，日学歯の更なる発展に寄与できることを願います。

特 集
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座談会で取り上げられた書籍をご紹介します。

特別支援が必要な児童生徒に対する学校歯科保健
（特別支援学校・学級における学校歯科保健）

本会ホームページの「出版案内・そ
の他」より，「デジタルブック一覧」
で無料閲覧・ダウンロードできます。

本書は，学校歯科医をはじめとした学校保健関

係者が口腔保健を実施する際の支援書である。

特別な支援を必要とする児童生徒の個々の特

性，心身の状態，歯・口腔所見の特徴やサポート

ツール等について，わかりやすく解説している。

Ⅰ章：特殊教育から特別支援教育への広がり

Ⅱ章：特別な支援を必要とする児童生徒

Ⅲ章：学校教育視点からの支援と対応

Ⅳ章：特別な支援を必要とする児童生徒への学校歯科

医の対応

Ⅴ章：特別な支援を必要とする児童生徒への支援方法

Ⅵ章：特別な支援を必要とする児童生徒のための医療

連携

Ⅶ章：特別な支援を必要とする児童生徒のための口腔

機能面への支援

Ⅷ章：特別な支援を必要とする児童生徒のための学校

安全への配慮

発行年：平成２３年

体 裁：Ａ４判カラー６５ページ

※製本販売予定（価格は下記までお問い合わせください）

■問い合わせ先 ㈳日本学校歯科医会 事務局
〒102-0073 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４F
TEL：03-3263-9330 FAX：03-3263-9634
ホームページアドレス http：//www.nichigakushi.or.jp

関連資料
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特別支援教育に関する情報をインターネットで提供しているサイトについてご紹介いたします。
なお，ご紹介している情報は本誌掲載時のものですので，各サイトの事情等により変更される場合
があります。
詳細については，各情報提供元にお問い合わせください。

文部科学省（初等中等教育局特別支援教育課）
http：//www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm

○特別支援教育をめぐる制度に関する最新情報のほか，各種資料（データ，通知，答申，
報告書等）を提供しています。

○特別支援教育についてわかりやすくまとめられたパンフレット「特別支援教育」がダウ
ンロードできます。

発達障害情報センター
（厚生労働省 国立障害者リハビリテーションセンター内設置）
http：//www.rehab.go.jp/ddis/

○発達障害に関する資料（ガイドブック，マニュアル等）や情報を提供しています。

○「発達障害の理解のために」，「災害時の発達障害児・者支援について」等のパンフレッ
トがダウンロードできます。

国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター
http：//icedd.nise.go.jp/

○発達障害のある子どもの教育の推進・充実に向けた支援を目的とした情報を提供してい
ます。

○教育的支援に関する研究や文献のほか，指導方法，教材・教具等の支援機器等について
も紹介されています。

特別支援教育に関する情報
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１．はじめに

昨年，日本学校歯科医会の中田会長が会長の職を
預かるにあたり，「将来を見据えた日学歯のなすべ
き課題」として示したものの一つに「学校歯科医の
身分向上と日学歯の更なる機構改革」を挙げ，会員
のために学校歯科保健における活動環境の整備と身
分向上に向けて進めることを約束している。
日本学校歯科医会は「学校歯科医報酬の調査と集
計」を平成２３・２４年度の制度委員会に対する諮問事
項の一つとして取り上げた。子どもの健康に対する
観点も平成６年の学校保健法施行規則一部改正を機
に大きく転換され，平成２０年に学校保健法が学校保
健安全法に改正されたことなどによって，子どもた
ちを取り巻く新たな健康課題に対応することが我々
学校歯科医としても重要課題である。その結果，学
校歯科医の職務は以前と比べて仕事量も増加し，時
間を費やすことで労力もかけなければならない状況
となっている。
しかしながら，それらに伴う学校歯科医の報酬に
ついては，あまりその実態が把握されていないこと
や情報が乏しいのが現状である。日本学校歯科医会
としては，全国の加盟団体の学校歯科医の報酬額や
学校歯科医の配置状況，並びに担当校の制限，１校
複数校医制，定年制などの現状を経年的に把握する
ことは重要であり，今回制度委員会において調査を
行うこととした。

２．調査にあたっての検討内容

今回の調査では平成２０年度に行った調査フォー
マットを基に平成２３年７月に各加盟団体に１５の設問
とご意見をうかがったが，制度委員会のもう一つの
諮問事項である「叙勲の見直しに向けた調査と解
析，ならびに代替基準案の提示」に関する設問も併
せて調査を行った。
諮問事項の「学校歯科医報酬の調査と集計」につ
いては日本学校歯科医会が行った以前のデータから
も，各自治体の予算規模の問題から報酬積算方法に

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医報報酬酬のの

実実態態調調査査ににつついいてて

―制度委員会による調査結果報告―

執行部の立場から

㈳日本学校歯科医会 副会長

黒住 正三
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相違があり，有効な資料としてデータを整理してい
くことが容易でないことがうかがえる。同時に，各
加盟団体におかれても，今回の調査で市区町村の公
立学校や私立学校のデータの収集には多大なご苦労
をおかけしたことをお詫び申し上げるとともにご協
力に感謝申し上げる。日本学校歯科医会は全国組織
として調査項目を整理し，経年的にデータを蓄積し
ていく必要があることから，フォーマットに基づい
て継続的な設問を設け，加えて今回は叙勲にかかわ
る調査や学校歯科医の定年制関連の調査も行うこと
とした。
文部科学省の平成２３年度学校基本調査（速報）で

は学校総数・在学者総数は表１のとおりで，学校総
数は幼稚園・小学校・中学校・高等学校すべてで減
少し，在学（園）者数も同様に毎年減少傾向にあ
る。なお，平成２３年度は東日本大震災で被害が甚大
であった岩手県，宮城県および福島県に所在する幼
稚園・小学校・中学校・高等学校については，調査
期限を６月２５日から１０月３０日まで延長したため速報
に反映されていない。
表１，２が示すとおり前年度との比較では，幼稚

園児数は１，５２６，２７９名で前年度より７９，６３３名減少し
ている。幼稚園数は１２，５０２（国立４６ 公立４，６５３ 私
立７，８０３）園で前年度より８９０園減少している。小学
校在学者数も６，５８３，２５７名で昨年度より４１０，１１９名の
減少で，学校数も２０，３９０（国立７１ 公立２０，１１１ 私立
２０８）校で前年度より１，６１０校の減少である。中学校
在学者数は３，４１１，７０３名でこれも前年度と比較して
１４６，４６３名の減少であり，中学校数は１０，０９２（国立７０
公立９，２７５ 私立７４７）校で前年度より７２３校の減少で
ある。高等学校における在学者数は３，１９１，００９名で

前年度より１７７，６８４名の減少，学校数も３５１校の減少
である。このように中等教育学校を除いては軒並み
に学校数や在学者数は減少傾向にある。
近年の我が国は少子高齢化が急速に加速し，市町
村合併，財政の効率化などの諸事情から学校の統廃
合が進んでいる中で，平成２３年度学校基本調査（速
報）でも生徒数ならびに学校数は毎年減少傾向にあ
ることがわかる。このような状況の中で，学校歯科
医の実数や複数校担当の実態を含めてその配置状
況，報酬額について調査し，学校歯科医の待遇の改
善・身分向上の資料として整備をしていくことが必
要かと思われる。

３．おわりに

文部科学省は各地方自治体へ，それぞれの学校の
標準規模（幼稚園４園 ４２０名，小学校１校 ７２０名
１８学級，中学校１校 ６００名 １５学級，高等学校１校
６００名）を基礎として地方交付税の単位費用算定基
礎を定めており各自治体に提示をしているが，その
運用は各地方自治体に委ねられているのが現状であ
る。その結果，学校歯科医の報酬は地方交付税にお
ける教育費の中で積算され，それぞれの自治体では
各自の状況に応じて報酬額が設定されている。よっ
て，それぞれの地方自治体の予算規模により地域的
な格差が生じているのが現状である。今回の調査と
集計の結果を本年度末までに中間答申として各加盟
団体にご報告申し上げるとともに，その活用によっ
てそれぞれの加盟団体の状況を再度確認することが
できる資料の一助となればと願っている。

表１ 平成２３年度学校総数および在学者総数

在学者総数 学校数 国立 公立 私立

幼稚園 １，５２６，２７９ １２，５０２ ４６ ４，６５３ ７，８０３

小学校 ６，５８３，２５７ ２０，３９０ ７１ ２０，１１１ ２０８

中学校 ３，４１１，７０３ １０，０９２ ７０ ９，２７５ ７４７

高等学校 ３，１９１，００９ ４，７６５ １５ ３，４８０ １，２７０

中等教育学校 ２５，６０９ ４７ ４ ２７ １６

特別支援学校 １２０，０４５ ９８８ ４２ ９３４ １２

〈平成２３年度学校基本調査（速報）より〉

表２ 平成２２年度学校総数および在学者総数

在学者総数 学校数 国立 公立 私立

幼稚園 １，６０５，９１２ １３，３９２ ４９ ５，１０７ ８，２３６

小学校 ６，９９３，３７６ ２２，０００ ７４ ２１，７１３ ２１３

中学校 ３，５５８，１６６ １０，８１５ ７５ ９，９８２ ７５８

高等学校 ３，３６８，６９３ ５，１１６ １５ ３，７８０ １，３２１

中等教育学校 ２３，７５９ ４８ ４ ２８ １６

特別支援学校 １２１，８１５ １，０３９ ４５ ９８０ １４

〈平成２２年度学校基本調査より〉

日学歯広場 執行部の立場から

日学歯広場
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１．はじめに

公立学校学校歯科医の報酬については，地方交付
税における教育費の中で積算され，各地方自治体に
よって報酬額が設定され支給されている。日本学校
歯科医会はこれまで数度にわたり，学校歯科医報酬
の調査を行ってきたが，地方自治体それぞれの予算
規模等に関連して各地域で格差が見られ，文部科学
省が提示している報酬積算方法と相違があるのが現
状である。このような中で，学校歯科医が所属する
全国組織として，その実情を把握しておくことは，
今後，学校歯科医の待遇，身分保障の改善にも繋が
る重要な課題であることは言うまでもない。
そこで，制度委員会では加盟団体のご協力のもと
「学校歯科医に関する調査」を昨年８月に実施し，
その集計結果について分析を行ったので，学校歯科
医の報酬にかかわる項目に関して，報告させていた
だく。

２．調査内容および調査結果

今回の調査は，平成１９・２０年度に加盟団体に対し
て行った学校歯科医に関する調査のフォーマットを
参考に実施し，日本学校歯科医会の加盟団体５３団体
中，４６団体（８６．７％）から回答を得た。

⑴ 都道府県における学校歯科医の総数
５３団体中，４４団体が把握しており，この４４団体に
おける学校歯科医の総数は３０，２７８名，調査年度は２
加盟団体を除いて，平成２３年度であった。
⑵ 複数校担当している学校歯科医について
回答のあった学校歯科医３０，２７８名のうち，複数校

担当している学校歯科医は７，９５８名であった。その
内訳は，２校担当が５，２９６名，３校以上担当が２，６６２
名である。
⑶ 学校歯科医配置における１校複数校医制※につ
いて
回答のあった４１団体のうち，１校複数校医制を都
道府県全体で実施しているのは６団体，都道府県全
体ではないが，実施している市区町村があるのは２８
団体，都道府県全体で実施を検討しているのは１団
体，その他（１校複数校医制は実施していないな
ど）として６団体であった。

※ここでいう「１校複数校医制」とは、担当校が一定の児童生徒数に達
した場合に学校歯科医が複数配置されることを指す。

⑷ 学校歯科医が複数配置となる基準（園児・児童
生徒数）について
回答のあった２７団体のうち，幼稚園の基準園児数
は４００名～８００名の範囲内で１県のみ１７０名であっ
た。実施幼稚園数を考慮すると５００名としている幼
稚園が多かった。小・中学校共に基準児童生徒数は
１００名～１，１５０名の範囲で，６００名を基準としている
加盟団体が最も多く，実施学校数を考慮すると５００
名を基準としている加盟団体が最も多く，次に６００
名を基準にしている団体が多い。高等学校では基準
生徒数は２００名～１，２００名の範囲で，実施学校数を
考慮すると６００名を基準生徒数としている加盟団体
が多い。

にち がく し ひろ ば

今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医報報酬酬のの
実実態態調調査査ににつついいてて
―制度委員会による調査結果報告ー

平成２３・２４年度制度委員会 委員長
土田 雅久

日 学 歯 広 場

委員の立場から
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⑸ 都道府県立高等学校の学校歯科医報酬の算定基
準について
回答のあった４１団体について，都道府県立高等学

校の学校歯科医報酬の算定基準は，報酬の積算方法
が各加盟団体によってかなり異なり，基本的には，
基本給・生徒１人あたりの手当・管理手当・執務手
当・その他の手当に分かれるが，管理・執務・その
他の手当として分けているのは５団体のみで，基本
給などの区分がなくすべて定額である団体が４団
体，学校規模（生徒数・学級数）によってその報酬
額を決定している団体が５団体，執務日数により決
定している団体が２団体，それ以外は基本給＋生徒
１人あたりの手当もしくは，基本給＋学級数あたり
の手当とし，他の手当はそれに含まれている調査結
果を得た。また，基本給のみを考えた場合，最高
２３７，０００円，最低８３，０００円となるが，生徒１人あた
りの手当を考慮した場合，仮に児童数を４００名と仮
定し比較すると，最高４４１，２００円，最低１３０，５００円で
あった。
別途交通費支給は３団体，併置校加算が３団体，
２年以内に変更があったのは３団体であった。
⑹ 都道府県における市区町村単位の学校歯科医報
酬の算定基準について
回答のあった４１団体について，各都道府県におい
て，１万人未満，１万人～５万人未満，５万人～３０
万人未満，３０万人以上および政令指定都市の５つの
人口規模ごとに，それぞれ１つの市区町村を抽出し
て，その市区町村の小学校ならびに中学校の学校歯
科医の報酬（基本給・児童生徒１名あたりの手当・
年間管理手当・１回あたりの執務手当・その他の手
当）について調査した結果，１万人未満での学校歯
科医の報酬は，基本給のみでは最高２１０，０００円，最
低２０，０００円。１万人～５万人未満では，最高２４５，８００
円，最低３５，０００円。５万人～３０万人未満では，最高
３００，０００円，最低４２，０００円。３０万人以上では，最高
２７９，６００円，最低３５，１００円。政令指定都市では，最
高３２０，０００円，最低１０５，５００円であった。
児童生徒１人あたりの手当も考慮した場合，仮に
児童生徒数を４００名と仮定すると，１万人未満では
最高３３０，０００円，最低１２８，０００円。１万人～５万人未

満では最高３５３，０００円，最低１０４，０００円。５万人～３０
万人未満では最高３３８，０００円，最低１０２，０００円。３０万
人以上では最高４０１，０００円，最低１３７，３００円。政令指
定都市では最高４２８，９００円，最低１１５，３００円であっ
た。

３．まとめ

少子化に伴う児童生徒数の減少や学校統廃合など
が進む中，学校数も減り，複数校担当している学校
歯科医にとっては一部負担軽減になるものの，逆に
担当する児童生徒数が増え，負担増になる場合もあ
る。また，多様化する歯科健康診断や学校での様々
な健康課題に対応していくためにも，担当児童生徒
の人数基準（規模）・報酬等，規定をきちんと定め
ることが必要である。現状のままでは，きめ細かい
学校歯科保健活動が十分にできないのではないだろ
うか。
今回の調査において，学校歯科医が複数配置とな
る基準は，幼稚園・小・中・高等学校において５００
名もしくは６００名としている学校が多く，学校歯科
医配置における１校複数校医制の調査結果からも，
公立学校の複数配置は少ないと考えられる。これ
は，学校歯科医の責務を遂行し，規定通り学校での
歯科健康診断を行い，十分な学校歯科保健活動を
行っていくのに適した基準人数であるとは言いがた
い。一方，学校歯科医報酬においては，人口規模で
比較すると小・中学校ともに人口が多い市区町村の
報酬金額の平均が高い傾向にある。また，最高額と
最低額で約２０万～３０万円の開きがあり，このことは，
単に地方財政の問題だけでは済まされないものであ
ると考える。また，報酬の積算方法が各加盟団体に
よってかなり異なり，学校歯科医の配置人数等に報
酬の増減が左右される場合もあると考えられる。
今後，学校歯科医の配置・報酬等の問題に関し
て，全国の加盟団体との連携を密に図り，経年的な
調査・分析を行い，そのデータを蓄積し，継続的な
検討を行うとともに，文部科学省・各地方自治体に
対して問題提起していく必要があると考える。

日学歯広場 委員の立場から

日学歯広場
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1. はじめに 2. 調査対象および調査方法

大阪府立高等学校歯科医会（以下，「高歯会」と
する）は，１９５６年に発足，現在は㈳大阪府学校歯科
医会（以下，「府学歯」とする）の下，府立学校を
担当する団体として，府立高等学校における歯科保
健の向上および充実に努めてきた。その一環として
１９８７年，１９９２年，１９９８年の３回にわたり，大阪府立
高等学校１年生を対象として，定期健康診断の結果
およびアンケートによる歯・口の健康に関する意識
調査をもとに研究，考察を加え，高歯会雑誌に報告
を行っている。
近年，社会全体において歯・口の健康に対する関
心が高まり，長年にわたり学校歯科医を務められて
いる諸先輩方より「最近はむし歯が本当に少なく
なっている」とのお声を耳にすることが多く，高歯
会が行った最後の調査より１０年が経過した２００８年に
再度，同様の調査を行い，過去の調査結果と比較検
討を行うこととした。それに加え，今回の調査で
は，前回の調査対象者であった生徒の高校３年生時
の定期健康診断結果を追跡し，高校生活における
歯・口の状態変化をとらえる試みも行った。
本稿は，その調査内容，結果，考察にいたるまで
を報告するものである。

⑴ 調査対象
大阪府立高等学校６校を研究対象校とし，２００８年
度高校１年生１，８００名を調査，その中より１，１８６名を
無作為に抽出し，調査対象とした。

⑵ 調査方法
本調査においては各調査対象校学校歯科医の協力
の下，定期健康診断結果ならびにアンケート調査結
果を集計した（

▲

アンケート内容）。定期健康診断
は高歯会会員ならびに応援歯科医師，計１２名がそれ
ぞれの担当校の生徒について健康診断を行い，高歯
会で作成した健康診断結果記入用紙に歯科医師自ら
記入した。歯の状態，歯垢の状態，歯肉の状態，顎
関節の状態においては通常通りの診断基準を使用し
たが，歯列・咬合の状態においては基準を独自に設
け，切端咬合，過蓋咬合，上顎前突，下顎前突，開
咬，叢生，交叉咬合，正中離開，転位歯，鋏状咬合
に分類して判定している。２年後の定期健康診断で
１年生時に使用した用紙に再度診断結果を記入，追
跡調査を行った。
アンケート調査は１年生時のみ実施している。

高校生を対象とした
歯についての調査報告
～大阪府立高等学校歯科医会の
活動をとおして～

大阪府立高等学校歯科医会 常務理事 奥田宗義

地域レポート

寄 稿

大阪府
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3. 結 果

２００８年（１年生時）に行ったアンケート結果は，
表１～５に示すとおりである。

次に健康診断結果について過去３回の調査と今回
の調査を比較し，その結果を表６，７および図１，
２に示す。DMF歯数が０本の生徒の大幅な増加，
DMF歯数が１１本以上の生徒の大幅な減少がみてと
れる。歯肉の状態，咬合の状態にはさほど大きな変
化がみられない。歯肉の状態では約２０％の生徒に何

〈アンケート内容〉

１．夜おそくに食事又はおやつを食べますか。 ［はい・いいえ］
２．起床時に口が粘っていますか。 ［はい・いいえ］
３．歯並びの悪いのが気になりますか。 ［はい・いいえ］
４．歯並びが悪くて困っていますか。 ［はい・いいえ］
５．口臭を気にした事がありますか。 ［はい・いいえ］
６．口臭について指摘された事がありますか。 ［はい・いいえ］
７．日常，口で呼吸しますか。 ［はい・いいえ］
８．歯ぎしりをしますか。 ［はい・いいえ］
９．口を開ける時，あごの関節に痛みがありますか。 ［はい・いいえ］
１０．口を動かした時，あごの関節の所で音がしますか。 ［はい・いいえ］
１１．口が開きにくい事がありますか。 ［はい・いいえ］
１２．歯をみがく時，出血しますか。 ［はい・いいえ］
１３．甘いものが好きですか。（重複 可） ［はい・いいえ］

［はい］と答えた人…［スナック菓子など・ジュース・炭酸飲料など］
１４．毎日，歯をみがきますか。（重複 可） ［はい・いいえ］

［はい］と答えた人……［起床時・朝食時・昼食時・夕食時・就寝前］

表１ 質問１～１４の選択結果

質問１ 質問２ 質問３ 質問４ 質問５ 質問６ 質問７

はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ

全 体 ３４．０％ ６６．０％ １４．２％ ８５．８％ ２８．５％ ７１．５％ ８．４％ ９１．６％ ３０．３％ ６９．７％ ７．９％ ９２．１％ ２２．６％ ７７．４％

男 子 ３６．６％ ６３．４％ １６．８％ ８３．２％ ２３．１％ ７６．９％ ７．６％ ９２．４％ ２９．５％ ７０．５％ ９．３％ ９０．７％ ２６．３％ ７３．７％

女 子 ３１．４％ ６８．６％ １１．６％ ８８．４％ ３３．９％ ６６．１％ ９．２％ ９０．８％ ３１．０％ ６９．０％ ６．５％ ９３．５％ １９．０％ ８１．０％

質問８ 質問９ 質問１０ 質問１１ 質問１２ 質問１３ 質問１４

はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ

全 体 ９．４％ ９０．６％ ３．３％ ９６．７％ １４．７％ ８５．３％ ４．４％ ９５．６％ １９．８％ ８０．２％ ８２．２％ １７．８％ ９６．８％ ３．２％

男 子 １０．７％ ８９．３％ ３．２％ ９６．８％ １５．３％ ８４．７％ ３．６％ ９６．４％ ２０．３％ ７９．７％ ７３．９％ ２６．１％ ９５．１％ ４．９％

女 子 ８．１％ ９１．９％ ３．４％ ９６．６％ １４．１％ ８５．９％ ５．２％ ９４．８％ １９．３％ ８０．７％ ９０．４％ ９．６％ ９８．５％ １．５％
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らかのトラブルがあると診断されているが，アン
ケート調査において「歯をみがく時，出血します
か。」（質問１２）に「はい」と答えた生徒がほぼ同じ
割合で存在する。男女別で比較すると，女子生徒の
ほうがむし歯の数が多いことがわかる。咬合の状態
については１９９８年の調査から始めているため，長年
の比較はできないが，不正咬合の分布も非常に似か
よったものとなっていることには興味を引かれると
ころである。

表６ DMF歯数の過去調査との比較（男子）（単位：％）

１９８７年 １９９２年 １９９８年 ２００８年

０本 ８．０ １１．９ １７．２ ３８．６

１－５本 ３８．０ ４０．２ ４８．７ ４３．７

６－１０本 ３９．０ ３５．８ ２７．０ １３．９

１１本以上 １５．０ １２．１ ７．１ ３．８

表７ DMF歯数の過去調査との比較（女子）（単位：％）

１９８７年 １９９２年 １９９８年 ２００８年

０本 ８．０ ６．９ １３．０ ２４．２

１－５本 ２９．０ ３１．８ ４２．０ ４７．５

６－１０本 ４４．０ ４４．１ ３４．３ ２３．５

１１本以上 １９．０ １７．２ １０．７ ４．８

表２ 質問１３の選択項目別結果
全 体 男 子 女 子

スナック
菓子など ６５．７％ ５６．７％ ７２．９％

ジュース ５７．５％ ５４．９％ ５９．７％

炭酸飲料
など ４６．６％ ５６．５％ ３８．６％

表３ 質問１３の選択数の結果
全 体 男 子 女 子

１件のみ
選択 ５３．５％ ５４．９％ ５２．４％

２件選択 ２３．０％ ２２．２％ ２３．９％

３件すべて
選択 ２３．３％ ２２．９％ ２３．７％

表５ 質問１４の選択数の結果

全 体 男 子 女 子

１回みがく １９．５％ ２４．１％ １５．０％

２回みがく ６５．０％ ６４．３％ ６５．６％

３回みがく １１．５％ ８．５％ １４．４％

４回みがく ３．０％ ２．２％ ４．０％

５回みがく １．０％ ０．９％ １．０％

表４ 質問１４の選択項目結果

全 体 男 子 女 子

起床時 ４８．５％ ４８．５％ ４８．５％

朝食時 ５２．９％ ４７．６％ ５８．１％

昼食時 ３．９％ ３．６％ ４．３％

夕食時 １６．８％ １５．５％ １８．１％

就寝前 ７８．７％ ７６．２％ ８１．２％

年

図１ 歯肉の状態の過去調査との比較
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今回の調査では１年生時，３年生時における健康
診断結果の追跡調査をし，比較を行っている。結果
を表８～１１に示す。
対象校によって２年間におけるDMF歯数の増加
傾向には差が生じている。表１０をみると１年生時で
DMF歯数が０本であった生徒のうち，３割が２年
間の間にむし歯をつくり，１年生時にすでにむし歯

のあった生徒では半数以上が確実にむし歯の数を増
やしていることがわかる。歯肉の状態では半数近く
に改善傾向が認められる（表１１）。
１年生時に実施したアンケート結果と高校生活中
に増加したDMF歯数との関連を調べた結果を表１２
に示す。何らかの関係が見いだせると考えたが，明
らかな関係性は見いだせない。

表１０ 高校生生活におけるDMF歯数の推移

２年間でのDMF歯数の増加数

０本 １～３本 ４～６本 ７本以上

１年生時 ０本 ７１．２％ ２４．０％ ３．４％ １．４％

１年生時 １～５本 ４３．２％ ４０．１％ １４．８％ １．９％

１年生時 ６～１０本 ４３．６％ ４１．０％ １２．８％ ２．７％

１年生時 １１本以上 ３３．３％ ４２．４％ ２４．２％ ０．０％

表８ 調査対象校ごとの男女別１人平均DMF歯数の比較 （単位：本）

男子 全体 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 Ｆ校

２００８年 ２．６５ ３．５１ ２．９６ ３．５３ ３．１７ １．１４ １．７０
２０１０年 ３．３８ ３．８８ ４．５６ ４．０３ ３．８０ １．８２ ２．３０
増加率 １２８％ １１１％ １５４％ １１４％ １２０％ １６０％ １３５％

女子 全体 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 Ｆ校

２００８年 ３．７９ ３．８３ ３．８７ ４．３３ ５．９６ １．８６ ２．８２
２０１０年 ４．７１ ３．９８ ５．４３ ６．６０ ６．８９ ２．４３ ３．０４
増加率 １２４％ １０４％ １４０％ １５２％ １１６％ １３１％ １０８％

表９ １年生時（２００８年），３年生時（２０１０年）のDMF歯数の分布

DMF歯数 ０本 １～５本 ６～１０本 １１本以上

男子 ３８．７％ ４３．７％ １３．９％ ３．７％
２００８年 女子 ２４．２％ ４７．４％ ２３．５％ ４．９％

全体 ３１．４％ ４５．６％ １８．７％ ４．３％
男子 ３４．８％ ３８．７％ ２０．５％ ６．０％

２０１０年 女子 １９．６％ ４１．５％ ２９．５％ ９．５％
全体 ２７．２％ ４０．１％ ２５．０％ ７．７％

図２ 歯列・咬合の状態（１９９８年，２００８年調査の比較，男女）
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4. 考 察

今回の調査を含め４回の調査結果と照らし合わせ
ると，確かに高校生のむし歯の数は大幅に減ってき
ているといえ，学校歯科医が感じていたむし歯の減
少を数字として表すこととなった。過去調査では高
校１年生時の健康診断結果だけを対象としているた
め，高校生活の中での増加傾向を比較することはで
きない。しかしながら，高校生活中に新たにむし歯
になる者も少ないとは言えず，油断の許されないと
ころである。
府学歯が，大阪府下小学校６年生時，中学校１年
生時のDMFに関する調査を行っている。今回の調

査で対象とした２００８年度高校１年生が小学校６年生
時，府学歯の調査結果を引用すると，大阪府下全体
の１人平均DMF歯数は１．３２本と報告されている。
今回の調査では高校１年生時の同数値は３．２３本，高
校３年生時では４．０５本である。むし歯が０本である
生徒が増加していることは大いに歓迎するべきこと
ではあるが，むし歯を増やしている生徒が確実に存
在しており，彼らが成人以降，どのような口腔状態
になるのかが非常に心配である。
高校１年生時の歯肉の状態はこの２０年間，大きな
変化がみられなかった。アンケート調査結果からブ
ラッシングをしないという生徒はわずかであり，ほ
とんどが１日に２回以上のブラッシングを行ってい
るようである。ブラッシングの質についてはアン
ケート調査では読み取れない。高校生までの学校歯
科保健活動が大きな要因であると思われるが，ブ
ラッシングの必要性は多くの生徒に認識されている
ようであり，さらに高校における保健指導によって
歯肉の状態は改善傾向を示していると考える。
食育の観点からアンケート調査をみてみると，夜
食の習慣，甘い物への関心など，食生活の乱れを感
じる。食生活の乱れが少なからず歯・口の健康に影
響を及ぼすことを教育・指導することは，歯・口の
健康のみならず全身の健康にも直結するため，より
一層の取り組みが必要であると考える。
今回の調査で目立つことは，多数歯にわたるむし
歯を有する生徒が存在し，高校生活中においてもむ
し歯の数を増やしていっていることである。学校全
体の歯科口腔保健教育は欠かせぬことではあるが，
このような生徒に対しては個別指導を徹底する必要
性を強く感じる。各学校においても健康診断結果を
個別に検討し，徹底した歯科口腔保健知識を与える

表１１ 高校生生活における歯垢・歯肉の状態の推移
２００８年 ２０１０年 男子 女子

歯垢の状態

０
０ ７７．８％ ７８．４％
１ ２０．５％ ２０．６％
２ １．７％ １．０％

１
０ ４３．４％ ３５．８％
１ ４８．６％ ５２．８％
２ ８．０％ １１．４％

２
０ ２５．０％ １８．８％
１ ５５．６％ ３７．５％
２ １９．４％ ４３．７％

歯肉の状態

０
０ ７９．９％ ８５．６％
１ １７．０％ １２．４％
２ ３．１％ ２．０％

１
０ ４４．６％ ４５．４％
１ ４３．４％ ４１．６％
２ １２．０％ １３．０％

２
０ １７．９％ ３５．７％
１ ５３．９％ ３５．７％
２ ２８．２％ ２８．６％

表１２ １年生時アンケート結果と高校生活におけるDMF歯数増加の相関関係

アンケート番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

相関係数 ０．０４４ －０．０４８ ０．００７ ０．０１０ ０．００５ ０．００９ ０．０３４

アンケート番号 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

相関係数 －０．０１３ ０．０１２ ０．０１２ －０．００２ ０．０８４ ０．０３７ ０．０７４
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5. おわりに

ことは将来にわたる歯・口の健康につながると考え
る。
子どもを取り囲む各家庭，学校歯科医，学校関係
者等，学校歯科保健関係者のたゆまぬ努力により，
むし歯予防を含め歯科口腔衛生向上への関心が高ま
り，小学校時代においては急速にむし歯の数を減ら
すことができてきている。しかし，中学校，高等学
校と進学するにつれ，子どもたちを取り巻く環境，
生活習慣に口腔衛生状態が大きく影響されるように
なってくることは容易に想像がつく。再び府学歯の
調査結果を引用すると，小学校では給食後の歯みが
きに学校ぐるみで取り組んでおられる学校が多く見
受けられる。しかし，中学校になるとその数は大き
く減少する。調査は行っていないが，高等学校では
さらに少なくなっていることと想像する。歯科疾患
は生活習慣病と言われて久しく，高校時代に正しい
生活習慣を身につけておくことは成人期以降の歯科
口腔保健に大きく貢献できることは言うまでもな
い。本調査結果を高歯会が主催した保健主事・養護
教諭との懇談会において報告させていただいたが，
その折，学校内に歯みがきのための環境整備を検討
する旨の発言をいただいたことは大変喜ばしいこと
であった。
高等学校を卒業すると，その後の進路によって大
きく違いはあるが，歯科医院以外での歯科口腔保健
指導を受ける機会がほとんどなくなってしまうと
言っても良いであろう。高校時代に可能な限りの保
健知識を与えることが，学校歯科医をはじめとする
学校関係者の責務であると感じる。
大阪府においては大阪府学校保健会を核とし，校
長部会，保健主事部会，養護教諭部会，学校医部
会，学校歯科医部会，学校薬剤師部会が一体とな
り，学校保健活動を支えている。また，大阪府学校
保健会の分科会である大阪府立高等学校保健会が職
域合同研究会を組織し，２年に１度，学区ごとに研

究発表を行い，学校歯科保健の向上に役立ててい
る。
高歯会は今回の調査研究を土台として学校歯科保
健教育の向上に邁進する所存であり，将来にわたり
同様の調査研究を通して高校生の歯科口腔保健状況
の変化をしっかりととらえていきたい。

本調査研究に当たり，調査資料収集・検討にご尽
力いただいた高歯会副会長であり，㈳日本学校歯科
医会副会長兼専務理事である金森市造先生はじめ，
久保憲明，小出雅彦，田幡 純，堀内賢蔵，佐々木
茂樹，荻巣清義各先生，ならびに高歯会会員，およ
び調査に関し多大なる協力をいただいた大阪府教育
委員会，調査対象校関係者，また，発表の機会をい
ただいた㈳日本学校歯科医会に対し，この場を借り
て御礼申し上げる。

参 考 文 献
１）梅谷雄一他：高校生を対象とした歯についての調査
―とくに不正咬合を重点として，高歯会雑誌，１⑴
５～２１，１９８７．
２）梅谷雄一他：高校生を対象とした歯についての調査
第Ⅱ報―特に歯肉炎と不正咬合を重点として，高歯会
雑誌，４⑵１９～４４，１９９３．
３）松村博正他：高校生を対象とした歯についての調査
第Ⅲ報―特に新しい健康診断をめぐって，高歯会雑
誌，１０⑶７～３７，１９９８．
４）岡 重人他：平成２０年度 大阪府下における小学校
６学年児童と中学校１年生徒の１人平均D（M）F歯数
及び口腔状態報告，大阪府学校歯科医会雑誌，１３：
３１～４０，１２，２００９．
５）厚生労働省医政局歯科保健課：平成１７年歯科疾患実
態調査について（平成１９年１月１９日）．



平成２３年度

優秀賞

母は，私と弟の歯みがきをよく
チェックしてくれます。弟が小さいこ
ろ，母のひざまくらで歯のしあげみが
きをしてもらっていたのを思い出し
て，今回の構図を決めました。弟は今
はもう小学生ですが，母とポーズを
とってもらい，小さい子に少し描き直
して仕上げました。テーマは，「小さ
いうちからのケアが大切」ということ
です。母が弟を大切に思っている様子
を出したくて，油絵のように色を重
ね，優しい色あいにしました。

家族のことば
母・大路てるよさん

この度は，大きな賞をいただき，誠にありが

とうございました。ポスター作成の折，親子で

話し合ったことは，これまでどのようにむし歯

に気をつけてきたか，でした。私自身，３歳で

むし歯を持ち，大人になった今でも歯医者のお

世話になっています。それは，当時母が，滋養

のためと乳酸飲料をたくさん飲ませ歯のケアに

気を遣わなかったからでした。

子どもには同じ苦労をさせないようにと，仕

上げみがきをし，おやつにも気をつけてきまし

た。お陰様で１２歳になった今も１本のむし歯も

ありません。また，３ヵ月に一度の検診に加

え，前歯の矯正も始めたことで，本人の「美し

い歯」に対する意識は高い方だと思います。こ

の賞で確実になったことでしょう。

指導者のことば
加古川市立鳩里小学校 對梨尚久教諭

この作品には親子の愛情が溢れています。そ

して，作者である眞央さんも愛情溢れる家庭で

育ちました。作品にはその人柄が強く反映され

ると，日々の指導の中で感じます。絵を描くこ

とが好きな眞央さんですが，彼女が絵を描く源

泉は家族の励ましと作品を楽しみに待っている

たくさんのファンの存在です。思いを伝えた

い，見てもらいたいという，気持ちが作品の

隅々まで行き渡っています。

今後も培ってきた高度なテクニックと創作意

欲が新たな作品を生み出し，たくさんの人々に

勇気と希望を与え続けると信じています。

小学校・高学年の部

兵庫県 加古川市立鳩里小学校 ６年 大路眞央さん
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平成２３年度

優秀賞

常に共に生活している歯ですが，み
なさんは歯の形をよく知っています
か。私は，初めて歯の模型を見たと
き，その美しさに目を奪われ，そして
この大きな感動を１枚のポスターで表
現してみたい，と思いました。今回は
歯が引き立つような構図，また清潔感
のある色を使い「この美しさを保ちた
い」と思ってもらえるようなポスター
を目指しました。
このポスターが少しでも歯の健康を

考えることに繋がれば嬉しいです。

家族のことば
父・藤本篤士さん

この度は優秀賞をいただき，誠にありがとう

ございました。コンクール応募に当たって，私

が学生時代に使っていた歯の模型を部屋に持っ

て行き，一つ一つを丁寧に観察していたのを思

い出しました。すべての歯の形がそれぞれ違

い，また一見不思議な美しいその形に，驚くと

同時に魅せられていたようです。

むし歯予防や口の健康，ひいては全身の健康

には，歯をみがくことはもちろんですが，同じ

くらいに食生活習慣がとても大事であることを

小さな頃から教えてきました。この受賞によっ

て，さらに歯・口と健康ということに対しての

興味が増したようです。美しい歯を保ち，正し

い食生活習慣で健康な人生を歩んでいってもら

いたいと心から願っております。

指導者のことば
札幌市立啓明中学校 諏佐奈生子教諭

ポスターの『磨けるものには価値がある』こ

の言葉は，藤本さんにふさわしい言葉です。美

術部で活動してきたこの２年間，彼女は努力し

て，自分の表現世界を磨き上げてきました。探

究心，向上心，そして絵に対する情熱は部内で

は右に出るものがいないほどです。それらが響

き合い，今回の作品として見事な花を咲かせた

ことは，指導者として大変嬉しい出来事です。

今までの努力を認めていただけたことは，本人

にとって大変励みとなります。関係者の皆様に

御礼申し上げます。

これからも，新たな価値を見出せるように

日々精進して，共に制作活動に取り組んでいき

たいと思います。どのような表現世界が広がっ

ていくのか，夢がふくらみます。

中学校の部

北海道 札幌市立啓明中学校 ２年 藤本彩花さん

受賞にあたり
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「学校歯科医として，日々の活動で心がけていることは何ですか？」
「どのようにモチベーションを保っているのですか？」
「子どもたちや学校関係者との心に残るエピソードは？」
学校歯科医として各地で活動されている先生方の声を全国に届けたい‼
そんな思いでこのシリーズを始めました。
学校歯科医になって間もない先生からベテランの先生，担当校種もさまざまな先生方の声が
みなさまに届き，明日からの活動の一助となることを願っています。

社団法人 日本学校歯科医会

シリーズ

学校歯科医として

青森県 黒田雅仁

PROFILE

学校歯科医歴▶２６年

担当校種▶小学校・中学校

奈良県 花岡靖浩

PROFILE

学校歯科医歴▶２３年

担当校種▶保育所（園）

名古屋市 池 昌男

PROFILE

学校歯科医歴▶１年

担当校種▶小学校

高知県 高橋正樹

PROFILE

学校歯科医歴▶４年

担当校種▶小学校・中学校

Vol.
5

Vol.
6

Vol.
7

Vol.
8

２第 回



学校歯科医
と し て
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私が三沢に帰ってきた時，まだ
近くに無歯科医村があり，年に一
度，地区の先生方十数人と土曜日
の午後に一斉に歯科健康診断に出
かけたのが，学校歯科にかかわっ
た最初でした。当時，まだまだむ
し歯が多く，夏休みになると受診
勧告書を持った子どもたちが多く
来院し，無歯科医村の子どもらは
スクールバスなどで送られてきて
各歯科医院を受診していました。
なんとか休み中に治療を終わらせ
ようと，そのような子どもたちを
汗だくになりながら診療したもの
でした。
現在，学校歯科医となって２６年

が過ぎようとしています。はじめ
は何もわからず，ただ歯科健康診
断だけすればいいものと思ってい
ましたが，先輩の先生方より多く
の教えを受けて，学校歯科という
ものに興味がわいてきました。た
だ，何をどうすればいいのかわか
らないので，とにかく頼まれたら
何事も断らずに引き受けると決
め，児童や保護者への講話から始
まり，学校保健委員会への参加や
助言，授業での各学年ごとのブ
ラッシング指導，平成７年の健康
診断基準の変更後にはCOがある
者やGO（歯周疾患要観察者）な
どへの昼休みのブラッシング指
導，校内歯みがきコンクールの審
査など，気がつけば多い年には２０

回以上担当校へ通うようになって
いました。そのうちに少しは信頼
され始めたのか，相談やアドバイ
スを求められるようになり，歯科
保健活動が活発化していきまし
た。
ただ，私から何かしようと提案

したことはありません。それは学
校サイドからの動きでなければ長
続きはしないだろうと考えるから
です。学校に歯科保健を根付かせ
るには，校長先生の理解と養護教
諭の情熱が必要です。健康教育と
しての歯科保健活動の有用性・重
要性をわかっていただき，学校の
教育方針・理念として取り入れて
もらえたら，たとえ校長先生や養
護教諭，学校歯科医が替わろうと
もその学校の歯科保健は向上し続
けるものと考えています。
三沢市では平成１２年より，市内

全小・中学校で希望者へのフッ化
物洗口が行われ，１４年からはさら
に保育所・幼稚園も加わり，行政
が中心となりむし歯予防に取り組
んでおります。その成果が実を結
び，昨年はついに１２歳児のDMF
歯数が全国平均１．２本の半分の０．６
本まで減少しています。参加人数
も対象者数の９５％を超えるまで増
加してきました。
しかし，開始までには反対の

方々の多くの抵抗がありました。
当時の私はまだ若かったので，き

ちんと話さえすればわかっていた
だけるものと信じ，反対される先
生方と何度も話し合ったのですが
理解してもらえず，ある養護教諭
の先生の「予防なんて必要ない。
むし歯になって痛い思いをすれば
歯みがきするようになるんだか
ら」という発言を聞き，悲しくな
り話し合いをやめてしまいまし
た。いろいろな考え方をする人が
いるんだと思い知らされた出来事
でした。
私は複数校の学校歯科医をさせ
ていただいているため，先日，担
当校を持っていない若い先生にも
学校歯科の楽しさをわかってもら
おうと学校歯科医を替わってもら
うことにしたところ，教育委員会
より「校長先生から，『子どもた
ちも慕っており，歯科保健活動に
一生懸命取り組んでいただいてい
る黒田先生がいなくては困る，絶
対に辞めさせないでください』と
嘆願されているのですが，どうし
ましょうか」と連絡が入り，とり
あえず今の校長先生の在任中は学
校歯科医を継続することになりま
した。私のような者でも，必要と
していただいているなんてうれし
いかぎりでした。
これからも『学校に行くことを
おっくうがらずに』を心がけなが
ら，学校歯科医を楽しもうと思っ
ています。

学校歯科医として

学校歯科を楽しむ

青森県 黒田雅仁
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学校歯科医になって１年が経過
します。実際に担当校を受け持つ
立場となってみると，その重責を
実感し続ける１年でありました。
また担当校以外の活動として以下
に記す学校歯科保健事業に取り組
む機会を得て，児童・生徒の「歯・
口の健康づくり」には生活基盤と
なる家庭の理解と協力が必要不可
欠であるとの真実を再認識する１
年でもありました。今回は，その
担当校以外での活動の場である
「学校歯科１２１（イチニーイチ）
運動」に参加して感じていること
をご紹介したいと思っています。
私が所属する名古屋市学校歯科
医会（以下「名学歯」）が取り組
んでいる事業に「学校歯科１２１運動
（以下「１２１運動」）があります。
この１２１運動とは，８０２０を具現化
するために幼少期より口腔健康管
理の必要があるとの考えに基づき
「１２歳でう蝕経験歯数（DMFT値）
を１本以下にすること」を目標に
掲げる事業です。実際の活動で
は，１）実施校に名学歯の委員や
担当学校歯科医・歯科衛衛生士が
出向する，２）１年生保護者を対
象に小学校低学年での仕上げみが
きの大切さ等を歯科セミナーを通
して理解してもらう，３）１年生
親子での歯みがき教室を行いなが
ら，RDテスト・染め出し（OHI-
S 測定）を行う，４）染め出され

た歯垢の除去を本人みがきと保護
者による仕上げみがきを行いなが
ら歯科医師や歯科衛生士が巡回し
て個別指導を行う，といった内容
になっています。
１２１運動の委員としての私の仕
事は，実施校に事前に出向いて「１
年生の歯科健康診断結果」とセミ
ナーに使用する「事前アンケー
ト」の回収を行うことから始まり
ます。実施校の養護教諭や学校歯
科医には４月に行われる名学歯主
催の「１２１運動説明会」で概要の
説明は行われているものの，各校
の校長先生や学級担任とは初対面
となることも多く，１２１運動の趣
旨を誤りのないように伝えるよう
注意しています。１２１運動では，
１２歳でう蝕経験歯数（DMFT値）
を１本以下にする数値目標の他に
「家庭教育支援」も事業の根幹を
担っていることに理解を得られる
よう特に留意しています。この時
点から「保護者への歯科保健教
育」「親子歯みがきの重要性」「生
活習慣の調査と提案」に対する意
識の共通化を図ることによって，
それぞれの立場からの専門的アプ
ローチとアドバイスが実施日当日
の現場で発揮できるようにお互い
の準備が始まります。
このモチベーションはとても大

切で，１２１運動の主役は児童です
が，当日保護者に来校してもらわ

ないと行事としての役割がなく
なってしまいます。すべての学校
職員に「保護者参加の重要性」を
理解していただくとともに，当日
欠席の保護者の数をいかに減らす
か，養護教諭や教育委員会の方の
助けを借りながら準備を進めます。
当日の「親子での歯みがき教室」
の時間では，これまでの苦労が報
われます。いきいきとした１年生
の顔をみながら，親子のふれあい
を身近で感じるこの時間はとても
感動します。そして自分が歯科と
いう専門分野でこの時間を共有で
きることに感謝しています。１２１
運動は「家族の口の中のチェッ
ク」と「仕上げみがき」によって
子どもたちの「生きる力」を伝え
ることが自分の使命と理解してい
るのですが，私の方が「生きる
力」をいただいていることを実感
します。
しかしながら，１２１運動にも問

題点があります。それは周知範囲
が狭いことと実施校が少ないこと
です。この問題を解決するために
も，活動目標を周知させる努力を
行うことと，１２１運動を名古屋市
内全校へ普及させるための積極的
な展開を継続することが今後の目
標になってくると思います。そし
て，今回の寄稿が１２１運動の全国
への周知活動に役立てば何よりと
考えています。

学校歯科医として

学校歯科保健の向上に役立つように
～「学校歯科１２１運動」に参加して～

名古屋市 池 昌男
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私は奈良県の橿原市という地域
で開業しています。橿原市で有名
な場所と言えば橿原神宮でしょ
う。ここは，第一代の天皇であり
我が国建国の始祖となられた神武
天皇が祀られています。また，私
の診療所から徒歩圏内に明日香村
があり，高松塚古墳はじめ飛鳥
寺，キトラ古墳，石舞台など歴史
的に有名な旧跡，観光スポットが
点在しています。
私が近隣の２つの保育園の園歯
科医を任されて約２０年が経過しま
したが，最初の頃は年１～２回の
歯科健康診断を行うだけでした。
１０年程前から歯科医師会で学校
歯科保健に携わるようになり，少
しずつ園歯科医としての考え方が
変化し，積極的に園児やその保護
者，園長はじめ職員に接するよう
になってきたように感じます。
私の現在の関心事は「食育」と

「児童虐待」です。
食育基本法の前文に「２１世紀に
おける我が国の発展のためには，
子どもたちが健全な心と身体を培
い（中略）子どもたちが豊かな人
間性をはぐくみ，生きる力を身に
付けていくためには，何よりも
『食』が重要である」と述べられ
ています。
これを見ると，歯科保健活動に
おいても子どもの食育への取り組

みが不可欠になってきたと言える
でしょう。歯科保健指導の目標
は，歯や口の健康を守ることを通
して，子どもたちが生涯にわたっ
て食を楽しみながら健康に暮らし
ていく生活習慣を身につけられる
ようにすることでしょう。
さらに，食育基本法の前文には

「今，改めて，食育を，生きる上
での基本であって，知育，徳育及
び体育の基礎となるべきものと位
置付ける」と明確に示されていま
す。
食べ物に含まれる栄養素によっ

て子どもたちの体が育っていくの
ですが，それとともに子どもたち
は食から五感（視覚，聴覚，嗅
覚，触覚，味覚）を獲得していき
ます。幼児の頃から五感を高め，
食を味わい，楽しむ環境を作るの
は周囲の大人の役割だと考えま
す。自分自身，園歯科医として，
常にそのことを念頭に置き，歯科
保健指導を進めていきたいと思っ
ています。
最近，「児童虐待」という言葉

をいろいろな場面で聞く機会が増
えてきました。私も保育園や市町
村での歯科健康診断で，意識しな
がら注視するようになりました。
保育園や市町村での歯科健康診

断でも，稀に虐待（ネグレクト）
を疑う事例に遭遇することがあり

ます。市町村においては担当の歯
科衛生士や保健師と，保育園にお
いては園長や担当職員と協議して
対応をお願いしているのですが，
残念ながらその後の状況まで把握
できていないのが現状です。
今年度，奈良県歯科医師会も奈
良県からの委託を受け，「児童虐
待予防マニュアル」を作成しまし
た。サブタイトルは「不適切な扱
いから子どもたちの未来を守るた
めに」としました。国も県も大き
な危機感を持っています。この問
題には踏み込みにくい面があるの
は事実ですが，目を背けたり，見
て見ぬふりをすることだけは避け
なければいけません。虐待を疑わ
せるのは，う蝕多発や外傷だけで
なく，日常生活態度にもサインが
隠されていることもあると認識し
ておくことが大事だと思います。
医療従事者としてまず必要なこ
とは「気づくこと」です。そのた
めには，私自身，児童虐待につい
ての知識と理解を深め，常に周囲
にアンテナを張り，注意深く観察
する洞察力を磨きたいと感じてい
ます。
今後もなお一層，「子どもたち
の健康」と「子どもたちの安全な
生活」を守るという至極当然なこ
とができる学校歯科医であるため
に精進したいと思います。

学校歯科医として

子どもたちの笑顔を守るために

奈良県 花岡靖浩
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むし歯が減り続けているのは…………………………………
…………………………人生の先輩方の功績！
平成２３年度学校保健統計調査に

よると１２歳のDMF歯数が１．２０本
と過去最低を更新しており，２型
糖尿病などの生活習慣病が増加し
続けているのとは違い，先輩歯科
医師の方々による子どもたちの未
来を見据えたむし歯予防の長年の
取り組みの功績がこの数字で証明
されています。さらにメディアで
歯周病や口腔ケアと全身の健康の
関連性が紹介され，「歯・口の健
康づくり」の重要性が認知されつ
つあるのも先輩方の今までの地道
な啓発活動と科学的根拠に基づい
た歯科医療の蓄積であり，私は恵
まれた環境で仕事をしています。
だが故郷のむし歯の状況は！…………………………………
私は東京の大学を卒業して歯科
医師となり７年，故郷の高知県津
野町の学校歯科医となり５年とな

りますが，帰ってきた当初は子ど
もたちのむし歯の多さに愕然とし
ました。「たかが歯」「痛くなかっ
たら」「乳歯だからむし歯でも…」
大人たちの発言から歯・口に対す
る意識の低さを感じ，このまま学
校での健康診断と診療所での日々
の仕事のみでは状況は変わらず，
若くして歯はどんどん失われ，「入
れ歯は嫌だけど，歯科治療は高
い」という大人たちを増やし，全
身の健康まで損なわれてしまい，
子どもたちの未来に負の遺産を背
負わすことになると感じ，小・中
学校の先生からの依頼もあり，ボ
ランティアでパワーポイントを使
用した歯科教室を始めました。
歯科教室で悪戦苦闘！…………………………
………………………………
…………………………

スティーブ・ジョブズ氏の
プレゼン力が欲しい！
一方向にならないように質問
や，子どもたちが飽きないように

教材の約半分をイラ
ストにして興味を持
たそうとしました
が，そのイラストに
注目してしまい，あ
まり内容が伝わって
いなかったため，イ
ラストを減らし文字
ばかりにすると逆に
眠くなり寝てしまう
子どももいました。

そこで最近は，歯科医に聞きたい
ことについて小学校の先生が子ど
もたちにアンケートをとり，その
Ｑ＆Ａを織り交ぜながら伝えたい
ことも講話しています。入れ歯，
歯周病の模型やRDテストは子ど
もたちも興味を持ってくれます。
ワークショップ形式も良いと思い
ますが，まだまだ思案中です。
脱入れ歯！ 脱寝たきり！………………………………
喜ばしいことに，故郷の中学校
のDMF歯数はフッ化物応用の効
果もあって，平成１６年度５．５本か
ら平成２３年度１．１本とかなり減少
しました。
医院経営を考えれば，経営者と
して歯科教室などの時間も従業員
の給料を払わなければなりません
が，子どもたちに「歯・口の健康
づくり」の重要性を伝える地道な
努力が必要だと感じます。
高知県は「日本一の健康長寿
県」を目指しています。困難な目
標ですが，子どもの頃から「日本
一の歯・口の健康長寿県」を目指
せば達成できると信じています。
子どもたちに「入れ歯」や「イン
プラント」，「寝たきり」はピンと
こない話だとは思いますが，これ
からも故郷の若手学校歯科医とし
て日々精進して参りたいと思いま
す。

学校歯科医として

故郷の若手学校歯科医として

高知県 高橋正樹
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１ はじめに

２０１１年１１月９日から１１日までベトナム，ハノイ市
にて第６回学校歯科保健アジア会議が開催された。
日学歯広報１３４号に，国際渉外担当理事の水野泰弘
先生の報告記事が掲載されているので，会議の内容
はそちらを参照していただくこととして，会議全体
を振り返って気がついた点，会議の成果，反省点を
通して，次回以降の開催に向けての方向性について
私見を述べることにする。

２ 会議を振り返って

ハノイ国立歯科病院（National Hospital of Odonto
-Stomatology）院長Trinh Dinh Hai 教授が今回の
会議の大会事務局長（Chairman of Local Organiz-
ing Committee）を務められた。この病院はベトナ
ムにおける歯科行政の中心的役割を果たしていて，
診療はもとより，歯学教育のセンター的役割も果た
している。ベトナムは，南北に細長い国で政治の中
心は北部ハノイ市にあるが，経済面では，南部の
ホーチミン市の方が活発である。口腔保健の教育な
らびに実務的な面でも，これら両市におかれた国立
歯科病院が南北それぞれのセンター的な役割を分担
している。
今回の会議の実行委員にも，ホーチミン市の国立
歯科病院の方々も加わっていた。ベトナムで開催さ
れる歯科関係の国際的な集いとしては，初めての経
験であるということから，オーストラリアのHien
Ngo 教授，タイの Prathip Phantumvanit 教授と共
に筆者が実行委員会の顧問という立場で相談に乗る

ことになった。
本会議開催１年前の２０１０年１１月に，ハノイで準備

委員会が開かれ，実行委員の方々と共に企画会議を
もった。特に，これまでの５回の会議の反省点と改
善すべき点を明らかにして，できるだけ多くの国の
参加が得られるような企画が検討された。なかで
も，カントリーレポートの内容を，できるだけ，単
なる疫学的な歯科事情の紹介から脱して，児童生徒
に対する学校での口腔保健教育の実情を盛り込むよ
うにしていくこと，ポスター部門を膨らませること
により，多くの参加者を見込める可能性があるこ
と，加えて，参加費は国の経済状態（World Bank
からの情報を基準にして）を勘案して，２段階ぐら
いの差を設けること，運営費については，できる限
り多くの企業からの支援を得るべく準備委員会とし
て運動すること，日本学校歯科医会がこれまで行っ
てきた別枠の援助費は今回から期待できないことな
どを確認した。
以上のような合意事項をベースに，実行委員長を
務めてくれたハノイ国立歯科病院のVan Le Hong
先生をはじめベトナムの先生方の熱心な準備活動に
より，ヨーロッパから，イギリス，デンマーク，ス
イス，アジア・太平洋地域からは日本を含め１１ヵ
国，計１４ヵ国，４００名を超す参加者を得て，３日間
にわたった会議が大変有意義な企画のもとに見事に
開催されたことには，満腔の敬意を表するところで
ある。

３ 会議内容から

⑴ 開会式
開会式では，Trinh Dinh Hai 事務局長の主

第６回学校歯科保健アジア会議（ハノイ） 総括

第６回学校歯科保健アジア会議
（The 6th Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children ―ACOHPSC―）

に参加して
東京医科歯科大学 名誉教授 黒田敬之

（第６回学校歯科保健アジア会議実行委員会 顧問／㈳日本学校歯科医会国際渉外委員会 委員長）
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催者としての開会挨拶（図１）に続いて，ベト
ナムの厚生大臣の祝辞，WHOの口腔保健プロ
グラムの主任である Paul E. Petersen の祝辞が
あった。さらに，実行委員会顧問の立場で，タ
イの Prathip 先生と筆者も挨拶を頼まれた。
筆者は，この会議が２００１年に日本学校歯科医

会創立７０周年の記念事業の一環として，アジア
の国々の学校歯科保健の実情を知り，日本の学
校歯科医会の活動を紹介することを目的とし
て，各国の代表を招待してカントリーレポート
を主体としてスタートした背景を説明した（図
２）。開会式後，参加者のかなりの方々から，
本会議の起源と目的について初めて知ったとい
う声を聞いた。１０年もの月日が経過すると，き
ちんとした記録も残されていないのかもしれな
いし，担当者の引き継ぎ事項として整理されて
いないのかもしれないと感じた。

⑵ 招待講演
開会式後に行われた Petersen による招待講

演では，学校の教育プログラムを介して，口腔
保健の大切さを浸透させ，生活態度の改善，食

生活，栄養の改善などの意識改革が重要である
こと，加えて，適切な方法・手段によって，常
に，学校教育の中での口腔保健プログラムの適
正さを評価することの重要性が指摘された（図
３）。彼の指摘したプログラムの評価の問題
は，昨年の松山での全国学校歯科保健研究大会
のシンポジウムでも今後の日本学校歯科医会の
取り組んでいくべきテーマの一つとして浮き彫
りにされた点である。

⑶ カントリーレポート
カントリーレポートについて言及すれば，準
備委員会のレベルで確認されていた，各国の学
校教育での口腔保健の実情の発表を期待したの
であったが，思ったほどの成果は得られなかっ
たように思われた。この点は，日本以外の国で
は，子どもたちの口腔保健についての所轄官庁
はそれぞれの国の厚生省（厚労省），健康政策
部門であって，日本のように文部省（文科省）
の関与の程度がまだ十分でなく，学校歯科医制
度もなければ，地域社会において歯科医とそれ
ぞれの学校の養護教諭，保健担当教諭との協力

図１ 図２

図３ 図４
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による子どもたちへの教育・啓発活動も行われ
ていないという状況が一つの原因であろうと考
えられた。それぞれの国の厚生省（厚労省）主
導による口腔保健の指導内容は，それぞれの国
の事情によって多少の異なりがあるのは当然で
あり，フッ化物の応用の仕方や，歯の刷掃指
導，洗口方法，予防処置のレベルなどについて
の発表に目新しいものは見られなかった。あい
かわらず，それぞれの国での歯科事情を主体と
した発表が見られたのは趣旨の徹底が足りな
かった点もあろう。日本からの柘植紳平先生の
発表（図４）を範として今後の改善が望まれる
ところである。

⑷ キーノート・スピーチ
キーノート・スピーチは，４セッションが組
まれていた。初日の夕方午後５時から７時まで
の時間帯に組まれていた「歯科衛生士の学校歯
科保健プログラムにおける役割」というセッ
ションは，筆者も当日になって初めて知ったも
のであったが，オーストラリア，タイ，韓国，
そして日本の４ヵ国からの発表があった。日本
からは，東京医科歯科大学大学院高齢者歯科学
分野講師の薄井由枝先生（図５ 左）が発表さ
れた。アメリカで歯科衛生士の教育を受けられ
た薄井先生は，大会事務局から日本歯科衛生士
会へ講師依頼が届き，日本歯科衛生士会から推
薦を受けたとのことであった。講演では，学校
歯科保健教育の中で歯科衛生士が食育の分野を
担当することの意義を述べられた。オーストラ
リア，タイからの発表では，ニュージーランド
で生まれ日本ではほとんど知られていない
“Dental Nurse”“Dental Therapist”の学校保
健での役割について報告があった。日本ではな
じみのない職種であり，その仕事の内容が，歯
科医師の仕事に近いレベルまで行うという点
で，歯科医師の数が少ないとか，離島が多いと
か，僻地の診療担当者が不足しているなどの理
由から制度化されたのかもしれないと思い，興
味深く聞くことができた。

⑸ セッション
その他のセッションは「１．学童に対する口
腔保健推進活動：新しい挑戦とその成果」，

「２．学校でのフッ化物応用と口腔保健」，
「３．学童の口腔疾患予防・治療のための新し
い試み」と題するものであった。
セッション１では，東京医科歯科大学大学院
健康推進歯学分野 川口陽子教授が講演された
（図６）。高校生の口臭の問題に対するアプロー
チを取り上げられた点は，学校歯科保健での新
しい課題であったと言えよう。他の講演者は，
ホーチミン市の国立病院のNgo Dong Khanh
院長，イギリスのサルフォード大学健康福祉学
Cynthia Pine 教授，デンマークのコペンハー
ゲン大学歯学部Nanna Jurgensen 教授であっ
た。Pine 教授の講演で，口腔保健の成果を上
げていく上で，地域特性，社会構造，経済状態
などの環境要因を勘案したアプローチが口腔保
健教育普及の上で重要なポイントを占めると指
摘されていた。Jurgensen 教授は，国柄，いわ
ゆる学校歯科医の制度が国の教育制度の中で昔
から組み込まれている条件があるので，かなり
高度のレベルで学校歯科保健活動が実践されて
おり，今後の課題はいかにそれらのプログラム

図５

図６
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の評価をしていくかにあると講演されていたの
が印象的であった。
セッション２では，新潟大学大学院医歯学総
合研究科予防歯科学分野の小川祐司准教授（図
７）が，メルボルン大学Mike Morgan 教授，
ハノイのTrinh Dinh Hai 教授，北京大学の Shu-
nguo Zheng 教授，ソウル大学のDail Il Paik
教授と共に講演された。このセッションでは，
いわゆるフッ化物洗口が，学校歯科保健の推進
の上で，有効性が高いこと，対価効果を考慮に
入れてプログラムを考える必要があるという点
では，講演は共通しており，特段の目新しい視
点はなかったように感じられた。
セッション３では，香港大学の Stephen Wei
名誉教授，タマサート大学 Prathip教授，アデ
レード大学のKaye Roberts Thompson教授，
クイーンズランド大学Hien Ngo 教授の講演が
組まれていたが，いずれも，昔から言われてい
るフッ化物をどのように利用し，経済効果との
バランスを考慮した実践活動が大切であるとい
う点を指摘しているもので，正直なところ，
セッションのタイトル倒れという感は否めな
かった。
招待講演として，第２回の会議からの常連に
なっているニューカッスル大学のAndrew
Rugg-Gunng 名誉教授は，フッ化物の応用もさ
ることながら，食生活に対する指導教育も大切
なポイントであることを力説していた。
これらのセッションの講演は，いずれもそれ
ぞれの大学の公衆衛生・予防歯科学専攻の先生
方の講演であり，内容的には，２～３のものを
除けば，大学教育のカリキュラム，講義の内容
の延長線上にあり，日本学校歯科医会の参加者
の目からすれば，もう少し実務的な視点をより
多く含んだ発表講演が欲しいように思えた。す
なわち，学校歯科医としての経験を通じた実務
的な講演を日本から出していくのが必要である
ように思われた。啓発的な，知識の増強のため
に寄与しうる講演を不適だと言っているのでは
なく，日本学校歯科医会の先生方の講演をもっ
と積極的に推薦してもよいように思えるという
ことである。語学の問題があることは理解でき
るが，それとて，同時通訳の利用などを考えて
いけば容易に解決できるはずであろう。もっと

日本学校歯科医会の活動内容を理解させ，口腔
保健の啓発に学校歯科の果たす役割がいかに大
きい位置を占めるかを知らしめる必要があると
感じられた。これまでの会議への他の国からの
参加者と日本からの参加者との母体の違いが大
きく影響していることにこの辺の理由があるの
かもしれない。

⑹ ポスター発表
ポスター発表については，いくつかの問題点
が挙げられる。日本からは，第４９回全日本学校
歯科保健優良校表彰で文部科学大臣賞を受賞し
た滋賀県東近江市立能登川西小学校，静岡県立
大学短期大学部の木林先生，東京医科歯科大学
大学院健康推進学分野のThuy AV Pham先
生，同分野のAdiatman先生，新潟大学大学院
医歯学総合研究科予防歯科学分野の牧野先生，
日本大学松戸歯学部小児歯科学講座の小尾先生
の６題の発表があった。発表会場は手狭で，中
には，ポスターの前に人ひとり立てば後ろには
誰も入れないというような場所があったり，事
前に抄録を出していたのに，ポスターの抄録集
の中から漏れていたり，抄録も訂正したものが
掲載されずに訂正前のものが載っていたり，発
表の予定日が違っていて，ポスターを事務局で
預かっておきますと言ったにもかかわらず当日
ポスターが見つからず，予備を使用せざるを得
なかったといった不始末があったことは，きわ
めて遺憾に思えた。もちろん主催者側にクレー
ムは出しておいたが，今後は十分気をつけるべ
く申し送り事項の最重要課題として扱ってもら
いたい。

図７
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⑺ 学校訪問
学校訪問，授業見学についてであるが，今回
は参加者が多いということから，二つの学校に
分けて行われた。日本からの参加者は，ハノイ
西部のハイズン地区のギアロック市立小学校を
訪問した。子どもたちの口腔保健をテーマにし
た劇（図８）や，授業を見学することができ，
それなりに学校での口腔保健教育の指導状況を
垣間見ることができた。教室に一人ひとりの名
前をつけた歯ブラシが壁に掛けてあり（図
９），校内数か所に洗口場が設置されていた（図
１０）。また，保健室が設置されており，一人の
Dental Nurse が常在していて，種々の口腔保
健活動の実務を行っていた。すべての学校でこ
のようなインフラが完備しているとは言えない
のであろうが，地区のモデル学校ということ
で，その活動状況は素直に評価できると思っ
た。開会式で，日本と同じように口腔保健優秀
校の表彰が行われていた（図１１）ことを思い起

こして，将来，我が国と近い形の学校歯科保健
制度ができあがるのではないかと思った。

⑻ 懇親会・閉会式
懇親会では，日本学校歯科医会の中田郁平会
長が，開会に先立って，本会議開催にあたって
ご苦労された関係者諸氏の努力に対して，深甚
なる謝意を述べられた（図１２）。参加者はベト

図８ 図９

図１０

図１１
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ナムの伝統的な踊りや催し物に目を見張り，お
いしいベトナム料理を楽しむこともできた。ま
た，参加各国の歌をそれぞれの国からの参加者
を壇上にあげて歌うような企画もあり，それぞ
れのお国柄も垣間見られ，楽しく和気あいあい
とした会であった。
閉会式に先立って「ハノイ宣言」の検討が行
われたが，内容に関して種々意見が出され，時
間的な制約から，最終的なまとめは実行委員会
に一任することで後日送られてくることとなっ
た。

４ 今後の方向性について

初日の昼の時間帯で，今後の本会議のあり方など
について，Executive Committee の会合が開催さ
れ，引き続いて各国代表者会議がもたれた。事前
に，インドネシアと台湾から，次回の開催希望が出
されていたので，いずれを２０１３年の開催地とするか
について意見を求めたところ，台湾が２０１５年を希望
するということで，自動的に，２０１３年インドネシア
（ジョクジャカルタもしくはバリ島），２０１５年は台湾
ということに決定した。開催にあたっての基本的な
姿勢は，今回をモデルとして進めるということと
なった。詳細については，本年中に開催される予定
のExecutive Committee で決められることになろ
う。
日本学校歯科医会としての参加の姿勢は，今回の
場合とほとんど変わらないであろうと思われるが，
一番気になる点は，学校歯科医会という組織および
学校歯科医という職域が他のアジアの国では定着し
ていないこと，参加者ならびに実行委員，発表者の
母体が日本と異なっていること，児童・生徒に対す
る学校保健の教育という視点というより，それぞれ
の国の厚生省（厚労省）または健康政策局の活動指
針，あるいはWHOの提言に則った国民のう蝕予防

政策に焦点を当てた会議ととらえていること，した
がって，日本学校歯科医会が当初の目的としたこと
とかなりの乖離が見られ，そのことがかなりはっき
りとしてきていることである。したがって，日本の
窓口が日本学校歯科医会であることから，発表内容
を含め，日学歯会員の期待と多少ずれがでてきてい
るように思える。将来的には，アジア口腔保健学会
のような組織に発展させたいという考えを述べる人
もいることも事実である。そのようなスタンスであ
れば，日本学校歯科医会の意図するところとはやや
かけ離れた組織になっていくような気もする。日本
口腔衛生学会，日本小児歯科学会の会員を対象とし
たアジアの学会であれば，それなりの意義はあるか
も知れないが，参加者の立場が異なってくると，現
在のような姿の会議を日本学校歯科医会として今後
どのような姿勢で関わり合っていけばよいか議論の
余地があると言えよう。しかし，他方，日本学校歯
科医会の果たす役割として，公益性の高い事業の一
つと捉えてその活動事業の枠に加えることが可能で
あるとすれば，それなりに別の意義も生まれてくる
のかもしれない。
以上，第３回の韓国・慶州会議から本会議をはじ
め日本学校歯科医会の国際渉外を担当してきている
者の目から見たアジア会議に関する管見をまとめて
みた。

図１２
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第６回学校歯科保健アジア会議 大会宣言

ハ ノ イ 宣 言
２０１１年１１月１１日

第６回学校歯科保健アジア会議は，２０１１年１１月９日から１１日にわたり，ベトナム，ハノイ市において，４００名
を超す歯科医師，大学勤務者，学校教育関係者，健康保健関連業務従事者などの参加を得て盛大に開催され，ア
ジア太平洋地域の子どもたちの口腔保健活動の推進とその対策についての討議がなされた。
口腔の健康は全身の健康にとって極めて重要な要素であり，身体面での健康ばかりでなく，子どもたちの健全
な精神の発達と社会性の涵養にとって大いに貢献するものである。
子どもたちの間に蔓延する口腔疾患は，生活環境や不健全な生活態度に関連するところの広義の慢性疾患と言
える。アジア太平洋地域の国々にあっては，口腔疾患に対する懸念，不安感はきわめて高い。子どもたちに対す
る口腔保健活動の推進は社会全体が抱える口腔保健の問題解決への挑戦と言えよう。口腔疾患の治療には高額の
費用を要するうえに高い治療技術が要求される。したがって，疾患の予防が最も優れた戦術となってくる。

アジア太平洋地域にあって当面する口腔保健関連の共通課題は：

１．口腔保健プログラムは，その国の公衆衛生健康政策プログラムの中の一環として位置づけられるものでなけ
ればならない。

２．子どもたちの口腔保健状態と歯科医療の実態とについての情報が確実に把握される必要がある。

これらの明確にされた課題から本会議では，それぞれの国にあって，最も効果的な口腔保健に関するプログラ
ムが組まれるべきであると結論した。それらのプログラムはそれぞれの地域のニーズと対応能力に応じて組み立
てられ，実施されなければならない。

本会議からの提案：

１．口腔保健推進プログラムは，それぞれの国の公的機関において，その重要性が高く評価されるべきである。
口腔の健康状態を改善するための戦略は，歯科医療を専業とする者にとって最優先に考えられるべき事項で
ある。

２．世界共通の学校保健推進プログラムがWHOの指導，提言に従って，組み立てられるべきである。口腔保
健推進の成果をあげるためには効果的な予防処置と初期治療がきちんとなされることが条件となる。

３．就学前の子どもたちに対する口腔保健プログラムは，広く公衆衛生保健効果を挙げる上で重要なことであ
る。

４．公的機関，私的機関を問わず子どもたちの口腔保健や教育に携わる者は，それぞれの地域に根ざした口腔保
健推進活動に従事すべきである。

５．フッ化物の適切な利用はう蝕予防にとって大変効果的な方法であり，できるだけ広く適用されることが望ま
れる。

６．口腔保健推進のために，歯科医療従事者は，教育や福祉厚生事業に携わる人たちとの間の緊密な連携が必要
である。

７．政府機関は全身の健康を維持増進するうえで口腔保健推進事業を重要な要素として位置づけ，積極的な協
力・援助をすべきである。
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今回，ハノイで行われた第６回学校歯科保健アジ
ア会議において，第４回会議（台湾，高雄）以来，
２度目のカントリーレポートを行ったので，それに
ついて報告する。まず報告の要旨を掲載し，最後に
若干の感想を付け加えることにする。

■抄録
演題：Japanese Association of School Dentists
（JASD）and its activities and Oral Health Care for
School Children in Japan.
要旨：最初に，３月１１日に我が国の東北地方太平洋
沖で発生した地震，津波および原発問題に関して，
アジア諸国をはじめとする世界中の方々から寄せら
れた暖かいご支援に深く感謝申し上げる。この災害
は私たちに深い悲しみと苦痛をもたらした。しかし
今，我々は強い意志を持ってこの災害から再び立ち
上がり，未来を目指す気力を取り戻しつつある。今
後も見守っていただきたい。
さて，過去５回のアジア会議において，我々は日
本学校歯科医会（以下，「日学歯」とする）につい
て説明してきたが，他国にない日本の「学校歯科
医」というユニークな制度や組織がアジア各国にお
いて今ひとつ周知されていないと思われる。そこで
今回は日学歯の組織と活動を中心に解説したい。会
場で配付した説明用英語パンフレットを基に話を進
めたい（図１）。

１）Japanese Association of School
Dentists（JASD）

日学歯は１９３２年に子どもたちの歯科保健向上を目
的に設立された。そして１９７１年に文部省（当時）の
認可社団法人となった。それ以来，その活動は次第

に活発化している。

２）Membership，Organization
会員数は現在，約２４，５００名であり，そのほとんど

が一般開業医である。彼らは「学校歯科医」と呼ば
れ，地方自治体の教育委員会から委嘱される。つま
り，学校歯科医は専属ではなく，自分の診療オフィ
スを持ちながら学校歯科医の仕事を兼任するのであ
る。学校に学校歯科医を置くことは学校保健安全法
で定められており，その職務は同法施行規則に規定
されている。学校歯科医は地方自治体から報酬を受
け取って，子どもたちの口腔保健の向上に尽力する
のである。この点が非常にユニークであり，世界に
例をみないが，近年，韓国や台湾でこの制度を導入
しようとする動きがあり，これはアジア会議の功績
だと思われる。組織は図２のようになっている。

第６回学校歯科保健アジア会議（ハノイ） 抄録：カントリーレポート

カントリーレポート報告

社団法人日本学校歯科医会 副会長 柘植紳平

図１ 日学歯英語パンフレット（表紙）
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３）Role of School Dentist
① Periodical and regular health examination
子どもたちの定期歯科健康診断は少なくとも
年一回は行われるが，近年はCOや GOの観察
のために臨時の歯科健康診断も行われる。「早
期発見，早期治療」が過去のモットーであった
が，近年，COや GOばかりでなく，プラーク
の付着状態や顎関節の状態，歯列・咬合の状態
も通常のチェックリストとなっている。
② Health education in school

学校の保健体育の教科で，子どもたちはむし
歯の話や，噛むことの重要性，口の健康と全身
の健康といったことを学校歯科医と学級担任，
養護教諭から学ぶ機会がある。
③ Consultation on oral health
健康に問題を持つ子どもに対する集団あるい
は個別の指導は重要である。学校歯科医はその
専門知識を子どもたちや保護者に知らせる必要
がある。
④ Advice to oral health monitoring activities
学校歯科医は個別の健康相談に関して養護教
諭と打ち合わせをする機会を持つことが大切で
ある。養護教諭や学級担任は学校歯科医からの
専門的な助言を聴きたがっている。これは学校
での歯科保健をうまく進めるのに非常に有効で
ある。

⑤ Attend to the committee for school health
学校保健委員会はそれぞれの学校で組織する
ようになっている。そこには学校医，学校歯科
医，学校薬剤師，PTA代表，時には子どもの
代表も参加し，子どもたちの健康について議論
する。
⑥ Discussion with school teachers and nurse

teacher
学校において歯科保健を円滑に進めるための
重要なポイントの一つは，学級担任や養護教諭
との意思の疎通である。学校歯科医はできるだ
け学校に足を運び，彼らと会うよう心がけねば
ならない。

４）Function of JASD
① Annual meeting of oral health care of JASD

日学歯では，毎年全国各地を回って学校歯科
保健研究大会を開催している。おおよそ２，０００
人規模の大会となり，全国各地から学校歯科
医，養護教諭，歯科衛生士等が集う。
② Awarding ceremony of the excellent schools

on oral health promotion in last year
全国約４万の学校から校種別に各１校の計５
校が優秀賞（文部科学大臣賞）に選ばれて表彰
される。８校に日本学校歯科医会会長賞，別の
１０校には日本歯科医師会会長賞，さらに１００校

図２ 日本学校歯科医会組織図

文 部 科 学 省

㈳ 日 本 学 校 歯 科 医 会 都道府県教育委員会
各 学 校

総 会

会 長
副 会 長
専務理事
常務理事
理 事

加 盟 団 体
（都道府県学校歯科医会，
都道府県歯科医師会学校歯科部会）

監 事

委 員 会



アジア会議

59日本学校歯科医会会誌 111号

近くの学校に奨励賞が授与される。
③ Continuing education for school dentists
日学歯は，学校歯科医の生涯にわたる資質の
維持と向上を図るため，毎年各加盟団体で研修
会を開催している。その講師は地域の加盟団体
の指導者や日学歯の役員が出向して務める。
④ Oral health promotion in school
全国の加盟団体は，それぞれ独自に学校歯科
医や養護教諭のための研修会を開催する。こう
した取り組みは，彼らにとって実践的に役立つ
ものとなる。
⑤ Discussion for mutual understanding with
local dental association
地域において歯科保健計画を策定することは
非常に重要である。それが成功するか否かは地
域の歯科医師会との連携が重要なカギとなる。
⑥ Publication of JASD journal and other pro-
motion prints
日学歯では様々な出版物を発行している。パ
ンフレット形式であったり，冊子であったり，
時にはCD付き冊子であったりする。また，会
誌を年３回と広報紙を年４回発行している。こ
うした出版物は歯科保健活動のための情報源と
なり，研修会の参考資料や，会員，特に新入会
員の資質の向上に役立っている。
⑦ Epidemiological study
日学歯は文部科学省と連携して種々の調査研
究を行っている。こうしたデータは健康診断基
準の基礎となり，子どもたちの歯・口の健康に

関する実態を把握するのに重要な役割を果たし
ている。

最後に，今回のアジア会議が実り多きものとな
り，アジアの子どもたちに幸福と笑顔をもたらすこ
とを念願している。

■まとめ
以上が報告の要旨であるが，日本の学校歯科医に
とっては基本的なことばかりである。基礎のおさら
いになれば幸いである。
第１回のアジア会議が東京で開催された時に座長
を務めて以来，すべてのアジア会議に参加させても
らった。最初はその意義がなかなか実感できなかっ
たが，参加国の報告を聴くと様々な国情に驚かされ
る。むし歯への対応に追われている国々にとって
は，「保健教育」と言ってもピンと来ないであろう
ことも理解できた。そうした状況において日本の果
たすべき役割は何かを毎回考えさせられる。会を重
ねた中で，韓国や台湾に日本の学校歯科医制度を導
入しようとする動きが出てきたのはまさにアジア会
議の功績である。特に情報交換することの意義は非
常に大きいと思う。今後，この会議がどのような形
になるかは分からないが，情報交換のシステムだけ
は継続すべきであろう。

謝辞：今回の報告に際し，ご指導いただいた黒田敬之先
生に心より感謝申し上げます。
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WHOのオタワ憲章では，「ヘルスプロモーショ
ンとは，人々が自らの健康をコントロールし，改善
することができるようにするプロセスである」と定
義している。したがって，学校における歯科保健活
動では，児童生徒が自分の口腔保健状況に関する問
題点を認識し，その問題点を改善するために主体的
に予防に取り組むことが必要となる。しかし，歯科
専門家の評価（診断）と児童生徒による口腔保健状
況の自己評価（口腔認識度）との間には，大きな
ギャップがあるので，保健指導や健康教育を実施す
る際には注意が必要である。
我々は児童生徒の口腔認識度を評価するために口
腔描画法を開発した。具体的には，自分の口腔内を
手鏡で観察させ，前歯部の歯と歯肉の絵を自由に描
いてもらい，それを点数化して評価する方法であ
る。高校生を対象に健康教育前後に口腔描画法を実
施したところ，以下のことが明らかになった。

・歯肉の点数は歯の点数より低く，歯肉に対する
認識度は歯より低かった。
・う蝕，歯肉炎，不正咬合などの口腔保健状況と
生徒の口腔認識度には，有意な関連は認められ
なかった。
・歯，歯肉の点数は，健康教育後は健康教育前よ
り有意に高くなり，健康教育により口腔認識度
が向上したことが確認できた。

学校歯科保健活動の中では，口腔清掃指導を中心
とした保健指導や健康教育が行われている。しか
し，自分の歯や歯肉の状態を認識していない者を対

象として口腔清掃指導を行っても，健康行動や口腔
保健状況の改善効果は低いと考えられる。口腔描画
法を使用すれば，歯科専門家だけでなく養護教諭や
一般の教諭なども児童生徒の口腔認識度を評価する
ことが可能となる。また，その口腔認識度に応じた
適切な健康教育プログラムを提供していけば，健康
行動や口腔保健状況の改善が大きく期待できると考
えられた。
また，高校生を対象に口臭予防に関する健康教育
プログラムを実施した。そして１年後に口腔保健状
況がどのように変化したか，介入群と対照群を比較
して検討を行った。その結果，口臭予防の健康教育
を受けた介入群は対照群と比較して，歯垢や舌苔の
付着が減少し，歯肉炎や口臭が改善した者の割合が
有意に多かった。特に，ベースライン時に口臭があ
る者について介入群と対照群とを比較すると，その
変化は著明であった。一方，ベースライン時に口臭
がない者では，介入群と対照群とに有意な差は認め
られなかった。
同じ健康教育を受けても，「口臭がある」と歯科
医師から指摘された者は関心を持って聞き，その
後，熱心に口腔清掃等に励んだが，口臭のない者は
特に関心を示さず，口腔清掃状況に変化がみられな
かったことが推察される。「口臭がある」と指摘さ
れたことが，高校生にとって口腔保健の重要性に気
づく動機づけとなったことが示唆された。
学校において効果的にオーラルヘルスプロモー
ションを推進する上で，口腔描画法と口臭予防プロ
グラムは有効だと考えられた。

第６回学校歯科保健アジア会議（ハノイ） 抄録：セッション１

学校における効果的な
オーラルヘルスプロモーションプログラム

―口腔描画法および口臭予防プログラムについて―

東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野 教授 川口陽子
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１．日本におけるフッ化物洗口
むし歯予防におけるフッ化物応用の有効性と安全
性は国内外の多くの研究により示されており，口腔
保健推進においてフッ化物の応用は重要な役割を果
たしている。わが国では，歯科診療施設等で行う
フッ化物歯面塗布法のほか，１９７０年代から学校等で
の公衆衛生的（集団）応用あるいは家庭での自己応
用としてのフッ化物洗口法が行われており，児童生
徒のむし歯予防に顕著な効果の実績を示している。
各自治体の歯科保健施策の一環としてその普及がな
されてきており，２０１０年現在，全国で７，４７９施設・
７７７，５９６人がフッ化物洗口を実施し，その数は全国
当該児童生徒数の約６％に相当する。

２．未就学児童へのフッ化物洗口
WHOでは，むし歯予防におけるフッ化物洗口に

ついて，原則６歳未満の未就学児童への応用は推奨
していない。その背景には，洗口の安全性の担保（洗
口液を飲み込まない）やフッ化物の重複応用（全身
と局所の両方）への牽制が挙げられる。しかしなが
ら，多くの第一大臼歯の萌出は６歳よりも前に開始
していることから，包括的な永久歯のむし歯予防に
おいては，６歳からのフッ化物洗口開始では It
could be too late ということになる。
わが国では，新潟を中心に４－５歳の未就学児童
を対象としたフッ化物洗口の取り組みが長年行わ
れ，実績データから第一大臼歯を含む永久歯むし歯
予防に対する高い有用性を提示している。さらに幼

稚園や保育所という教育環境において体得したフッ
化物洗口習慣は，口腔衛生に対するKAP（Knowl-
edge, Attitude and Practice）の向上をもたらし，
その効果は成人以降の正しい口腔衛生習慣の構築に
も大きく寄与することが実証されている。
うがいの励行が完全にできるようになってからの
フッ化物洗口開始や養護教諭らによる洗口の実施・
管理は，質の高い安全性の確保をもたらし，学校自
らの歯科保健推進の原動力にもなっている。

３．今後の課題
水道水へのフッ化物添加などのフッ化物の全身応
用が行われていない諸外国において，この未就学児
童へのフッ化物洗口は大きく注目され，スリランカ
ではわが国の協力の下，トライアルが開始されてい
る。しかしながら，学校べースでの取り組みには地
域コミュニティのサポートならびに必要十分なリ
ソースの確保が求められており，実際の開始までの
道のりは決して簡単なものではない。
WHOの定義する“Health promoting school”に
フッ化物の局所応用として洗口の実施がより明確に
位置づけられるよう，特に途上国におけるエビデン
スの集積に務めるべきである。

謝辞：第６回学校歯科保健アジア会議での講演にあた
り，日本学校歯科医会の皆様のご支援に深く御礼
申し上げます。

第６回学校歯科保健アジア会議（ハノイ） 抄録：セッション２

学校歯科保健におけるフッ化物洗口の展開

新潟大学大学院医歯学総合研究科予防歯科学分野 准教授 小川祐司
WHO口腔保健協力センター
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『早分かり保育所（園）・幼稚園 歯科マニュアル №８ 児童（幼児）虐待編』

今回のマニュアルについて

静岡県歯科医師会では，平成１６年より保育所（園）・

幼稚園の健康診断の現場で活用できる『早分かり保育

所（園）・幼稚園歯科マニュアル』を年１回発行し，今

回で８回目を迎えました。

今回は「児童（幼児）虐待」という非常に重いテー

マと向き合うことになりましたが，そこには今，日本

で１０日に１人ずつ虐待により亡くなっていく子どもた

ちがいるという無視できない現実があります。

増加・複雑化する児童虐待

児童虐待は社会的にも大きな問題として取り上げら

れているのは皆さんご存知のとおりで，新聞で関連記

事を見ない日はないほどです。

近年の歯科医師国家試験において『児童虐待に関す

る問題』が出題されていることも，その表れの一端と

言えるのではないでしょうか。

児童虐待は今に始まったことではありませんが，許

される行為でないことは明らかです。

しかし残念ながら，児童虐待の相談件数は年々増加

し，虐待の相談状況は複雑化の一途をたどっているの

も事実であり，静岡県ばかりでなく全国的にもその傾

向が見られます。

これには，子どもたちを取り巻く社会環境の変化

（少子化，核家族化，生活様式・価値観の変化，情報

の氾濫）も重要な要因となっていると考えられます。

Contents

●児童（幼児）虐待とは？
●今，静岡県では
●歯と口から見える児童（幼児）虐待
●歯科におけるチェックポイント
●保育士としてできること
●児童虐待を見逃さないための連携
●児童虐待を見逃さないために
●児童虐待防止月間 標語

学校現場の
学校歯科保健教材

ご存知ですか？

専門職の認識を変えることから ～子どもの笑顔を守ろう！～

㈳静岡県歯科医師会地域保健部（母子・学校歯科専門部会担当） 部員 横井 雅
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歯科からの早期発見を目指して

本来，子どもたちは，社会の宝であり，子どもたち

の存在なくして人間社会の未来はありえないもので

す。そこで考えなければならないのは「歯科から虐待

の早期発見はできないのだろうか？」，保育所（園）・

幼稚園，学校等で実施されている歯科健康診断におい

て「児童虐待の兆候は認められないのか？」というこ

とです。

結論から言えば，われわれ学校歯科医にも早期発見

は可能であり，もっと積極的に関わりを持たなければ

ならないということです。

では，具体的にどのような歯科的兆候が見られるの

か，認められた場合にどのように連携をとり，どう対

応すべきか等についても，本マニュアルは，保育所

（園）・幼稚園の先生方にも分かりやすく，できるだけ

平易にまとめました。

子どもたちへの虐待に気付かない，察知しながら通

告・介入を行わないのは，われわれ専門職による子ど

もたちへのネグレクト（児童虐待の中の１つ）と言わ

れても仕方がありません。

児童虐待を見つけるのではなく，見逃さないように

心がけることが大切です。怖いのは「虐待ではないの

に通告すること」ではなく，「虐待があるにもかかわ

らず通告がなされないこと」なのです。

『疑わしきは行動を‼』これが大切なのです。

最後に本マニュアルが１人でも多くの保育所（園）・

幼稚園に携わる専門職の人たちの認識を変えるととも

に，１人でも多くの子どもたちを不幸な現実から救える

ことを願ってやみません。

※『早分かり保育所（園）・幼稚園 歯科マニュアル№８

児童（幼児）虐待編』は静岡県内の対象施設および

静岡県歯科医師会会員用に作成されたもので，一般

には販売を行っておりません。詳細につきまして

は，下記連絡先までお問い合わせください。

●お問い合わせ先 社団法人静岡県歯科医師会 事務局
〒422-8006 静岡市駿河区曲金３－３－１０
TEL 054-283-2591 FAX 054-283-3590
URL http：//www.s8020.or.jp

●保育士としてできること●

◎児童虐待防止等に関する法律により保育士にも児童虐待の早期発見と通告の
義務があります。
保育士として児童虐待は探し出すのではなく，見逃さないことが重要です。

保育士として職業上知りえた個人情報は守秘義務がありますが，
児童虐待の通告は法律で守秘義務より優先されます。

児童虐待の通告をした人が誰かわからないように，秘密は守られます。

★児童（幼児）虐待に気付かない，察知しながら通告・介入を行わないのは，
専門職による子どもへのネグレクトといわれてもしかたありません。

⬇
疑わしきは行動を‼

学校歯科保健活動で使える学校現場の教材をなんでも把握していると思ったら
大間違い⁉知っているようで意外に知らない学校に備えられているスグレモノや
これから活用したい教材をご紹介します。明日からの実践にお役立てください。

『早分かり保育所（園）・幼稚園 歯科マニュアル №８ 児童（幼児）虐待編』（Ｐ３）より



１ はじめに

平成２４年１月２６日に日本学校歯科医会は，昨年３
月１１日に発生した東日本大震災の今後の対応に資す
るために被災地域の実状把握を行うことを目的とし
て，宮城県歯科医師会学校歯科委員会委員と宮城県
教育庁担当者との懇談会を開催し，翌２７日は南三陸
町の小学校を視察し，子どもたちの震災後の生活の
変化などについて学校長はじめ関係者からの説明を
受けた。
日学歯は，震災発生直後に支援対策本部を立ち上
げ，文部科学省，日本歯科医師会との連携の下，被
災加盟団体と密に情報収集を行い，義援金を送り，
学校歯科健康診断時に必要な機器の調達，ご協力い
ただいた協賛企業からの歯ブラシをはじめとする口
腔ケア用品を加盟団体や教育委員会の要請に応じて
配布してきたが，２４年度においては「息の長い，現
地で必要とされる支援策」に取り組むために，筆者

が現地入りし，懇談会を開催したものである。

２ １月２６日 懇談会

２６日の懇談会には，県歯学校歯科委員会 山形
光孝委員長，浅沼勝副委員長，中條幸一先生，県教
育庁スポーツ健康課 大沼博之課長補佐，熊谷浩
主幹，菅井理恵主幹，日学歯より筆者が出席した。
懇談会では，大沼課長補佐が「宮城県下の学校被
災状況やそれらの今日までの対応」について説明さ
れ，今後の学校歯科保健活動においての課題などを
問題提起された。また，山形委員長より「県歯学校
歯科保健委員会を通じての学校定期健康診断実施に
関するこれまでの対応と今後の課題」について説明
があった。
それらを受けて，筆者から「日学歯は震災直後よ
り対策本部を立ち上げ，遅滞なき支援体制を取り，
義援金，支援物資の調達などを行ってきたが，新年

東日本大震災への対応に関する懇談会報告

㈳日本学校歯科医会 副会長兼専務理事 金森市造

被被 災災 地地 よよ りり
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度を迎えるにあたり，日学歯の事業として息の長い
支援体制づくりに取り組めないものか，との観点か
ら本日の懇談会となったので，じっくりと忌憚のな
い情報交換・懇談を願うものであり，明日の南三陸
町での学校視察を中心に被災された方からの情報収
集に努めたい」という趣旨の発言をした。
懇談の内容要旨は下記のとおりである。

⑴ 学校定期健康診断については
①平成２３年度は８割が７月までに実施された
②課題は
・歯鏡，グローブなど器具不足
・学校歯科医の不足
・町内の開業医不足による受診遅延

⑵ 口腔ケア関連物品については
①子ども用歯ブラシの不足
②歯鏡・手鏡・照明器材，口腔ケア啓発のため
の教材などの支援

３ １月２７日 南三陸町視察

南三陸町内は，がれき・車・タイヤなどが一ヵ所
に集積されており，町長が手すりにつかまり助かっ
たという建物（防災センター），隣地の病院など，
コンクリートの建物は鉄骨やコンクリートがむき出
しで残っていた。
視察した南三陸町立名足小学校は，津波で校舎が
全壊し，間借りしている状況であった。子どもたち
は素直で，元気な様子であるが，学校関係者によれ
ば，それぞれ個人に震災のつめ跡は大きく，今後は
心のケアが必要であるとのことであった。
いずれにしても，日学歯としては単なる物資の支
援ではなく，子どもたちが３．１１の大震災を乗り越
え，歯・口の健康づくりを通じて心身ともに健康な
大人になるまでの基礎づくりを支援していく必要が
あると感じた。

被災地より
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『歯みがきロボットコンテスト』も今回で５回目
を迎えることができました。これもひとえに，関係
団体および協賛いただいた多くの企業のご理解と，
ご尽力の賜物と深く感謝申し上げます。
この大会は，歯科保健意識の向上はもとより，

小・中学生対象部門の開催により，希薄になりつつ
ある親子関係の構築や，機械離れ・理科離れしてい
る子どもたちに夢と機会を与え，高度な自律型部門
では，この大会が足がかりとなり，将来の介護用歯
みがきロボットの開発・実用化に向けての期待を込
めて開催しています。また，より多くの方に理解さ
れ，今後，多くの方々のご支持をいただき，この大
会が全国に発信していくための礎になればと考えて
おります。
前回大会よりテレビ番組として放映され，今回か
ら地元テレビ局との共催として開催されました。大
会を開催するにあたり，工作教室やプログラミング
指導を行い，大会への参加募集や告知を行いまし
た。
大会の設定は「大仏様が，むし歯になりそうで

す。あなたの歯みがきロボットで，大仏様をむし歯
菌から守ってください。」というものです。ロボッ
トに市販の歯ブラシを取り付け，大仏様のむし歯菌
を落とし，対戦形式で行い，また，今回は２足歩行
ロボットが初めて出場し，会場は大いに盛り上がり
ました。
また，使用済みの歯ブラシを供養していただく「歯
ブラシ供養」を越前大仏で有名な清大寺のご住職に
行っていただきました。
越前大仏前で歯みがきロボットのコンテストが開

催されるのは，『お釈迦様は菩提樹の下で悟りを開
かれた。体臭，口臭は心身の汚れであると，菩提樹
の木の枝で歯の汚れを取り除かれたと伝えられてい
る。お釈迦様は歯みがきをされた元祖である。』と
の故事に因んでおり，今後も開催していきたいと考
えています。
今回，第５回大会を行い，前回大会同様，多くの
参加者を得ることができました。今後さらなるレベ
ルアップを目指し，この大会が基となり，幅広い視
野での歯みがきロボットの開発・実用化につなが
り，また福井県がその拠点となることを期待したい
ところです。

●ロボコン所感●

参加した子どもたちの，目が輝いているように見
えました。また昼休みには，会場内で参加者同士が
技術的な内容を話し合ったりする姿を見かけ，「良
い雰囲気の大会になってきた」と感じる場面が多々
ありました。
本年も，勝山市の他団体とのイベント同時開催も
でき，多くの方々に直接見ていただくことができま
した。
また，各部門決勝では，白熱した試合になり，会
場にいた方は熱心に見入っておられました。
今後は，自律型ロボットのさらなる精度向上と，
参加者の拡大を期待したいと思います。最後に，大
会運営に多大なるご協力をいただきました共催の福
井高専の諸先生並びに学生の皆様と，ご後援並びに
ご協力をいただきました勝山市，勝山 IT研究会，
福井工業大学や各団体の皆様に深謝申し上げます。

第５回歯みがきロボットコンテストを開催
平成２３年９月２５日，勝山市越前大仏にて

社団法人福井県歯科医師会公衆衛生部 理事 青木俊昌

報 告
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第５回歯みがきロボットコンテスト開催概要

開 催 日 ２０１１年９月２５日（日）
会 場 越前大仏大仏殿
主 催 社団法人福井県歯科医師会
共 催 国立福井工業高等専門学校
共 催 福井テレビ
特別後援 ㈳日本歯科医師会

㈳日本学校歯科医会
㈶８０２０推進財団
勝山 IT 研究会

後 援 福井県 福井県勝山市
勝山市教育委員会 越前大仏
福井県歯科技工士会

◎歯みがきロボットコンテスト 結果

第５回歯みがきロボットコンテスト

競技結果

リモコン部門

小学生の部
（１４組参加）

優 勝 もぐら号（斉藤充輝）

準優勝 福岡 潤

一般の部
（１１組参加）

優 勝 はやぶさ（塚崎優生）

準優勝 はやぶさ（塚崎勝訓）

自律部門

中学生の部
（６組参加）

優 勝 TEAM M2（勝山中部中）

準優勝 TEAM ちゃんぽん魂（勝山中部中）

フリーの部
（１３組参加）

優 勝 はやぶさ（塚崎優生）

準優勝 小嶋寛之（福井工業大学）

特 別 賞 森脇啓文（福井工業大学）

日本学校歯科医会 中田郁平会長 コンテストの様子
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平成２３年１１月５日（土）福岡県歯科医師会会館
５階大ホールにおいて，第１６回福岡県学校歯科保
健研究大会を開催いたしました。
本年は「歯・口の健康づくりの総合的展開を目
指して」をテーマに，実践活動報告，特別講演を
行いました。日本学校歯科医会副会長 黒住正三
先生をはじめ多数の来賓を迎え，学校歯科医，養
護教諭，学校栄養士，歯科衛生士，学校教育関係
職員等，２７７名の参加で行われました。
当日は，福岡県学校歯科医会 杉原瑛治会長の
挨拶で始まり，実践活動報告として，以下の報告
が行われました。

①「進んで歯・口の健康に働きかける子どもの
姿を求めて」

大野城市立御笠の森小学校 養護教諭

田辺真理 先生
②「自分の体に関心をもち，進んで健康づくり
に取り組む学校教育の創造」

～生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康
づくりを通して～

北九州市立高見小学校 教頭

櫻井 典 先生
③「小倉東高等学校における『歯・口の健康づ
くり』を目指して」
～歯科健診前に行うアンケート調査を活用し
て～

福岡県立小倉東高等学校 学校歯科医

久保哲郎 先生

また，特別講演として「瞳が輝く『歯・口・食
と健康』の教材と〈からだと健康の小宇宙〉を旅
して～NHK映像教材の制作現場から～」と題
し，国立大学法人大分大学教育福祉科学部 教授
住田 実先生が講演され，大変盛大な大会として
終了できました。

（福岡県学校歯科医会 理事 大塚政公）

福岡県 平成２３年度
第１６回福岡県学校歯科保健研究大会

加盟団体だより
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第３９回和歌山県学校歯科保健研究大会が，平成
２４年２月４日（土）和歌山県海南市にある海南市
民交流センターにて開催された。
本大会は，「行政，地域社会及び学校の強力な
連携のもとに保健教育・指導，保健管理，組織活
動を積極的に推進するとともに，本県における学
校歯科保健活動の方向を明確にし，児童生徒の歯
科保健の向上を図ることをねらいとする。」を大
会の趣旨とし，和歌山県歯科医師会・和歌山県学
校歯科医会・和歌山県教育委員会が主催で開催さ
れている。
今回，日本学校歯科医会より齊藤愛夫常務理事
はじめ多数の御来賓の方々，そして，県下各地よ
り歯科医師ならびに教育関係者など６０６名のご参
加のもと開催された。表彰式では，平成２３年度全
日本学校歯科保健優良校表彰（奨励賞受賞），学

校歯科保健優良校（よい歯の学校）担当職員，
歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクー
ル，歯・口の健康啓発標語コンクール入選者の表
彰が行われた。その後，開催地である海南市から
紀美野町立下神野小学校養護教諭 角田弥生先生
より「学校・家庭・地域が協力しあい進める歯・
口の健康づくり」についての実践発表があり，和
歌山県学校歯科医会より【『「生きる力」をはぐく
む学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）
の改訂について】の伝達講習，特別講演として和
歌山県合氣道連盟理事長 竹中日出雄師範より
「叱られて喜び 褒められて喜び」についてのご
講演と１５０名のお弟子の方々との合気道の演舞を
ご披露いただいき，最後に主管の海南歯科医師会
田淵副会長の閉会の辞にて無事終了した。

和歌山県 第３９回
和歌山県学校歯科保健研究大会

加盟団体だより



2012 群馬県

主 題 「生きる力」をはぐくむ
歯・口の健康づくりの展開を目指して

主 催 文部科学省・（社）日本学校歯科医会・（財）日本学校保健会
群馬県・群馬県教育委員会・（社）群馬県歯科医師会
群馬県学校歯科医会・高崎市・高崎市教育委員会

期 日 平成２４年１０月２５日（木）～２６日（金）

会 場 群馬音楽センター
高崎市高松町２８－２

■お問い合わせは，下記まで
（社）日本学校歯科医会 〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４‐１‐２０ 歯科医師会館４F

TEL：０３‐３２６３‐９３３０ FAX：０３‐３２６３‐９６３４ E-mail：JASD@nichigakushi.or.jp
（社）群馬県歯科医師会 〒３７１‐０８４７ 群馬県前橋市大友町１－５－１７

TEL：０２７‐２５２‐０３９１ FAX：０２７‐２５３‐６４０７ E-mail：gunsi@xp.wind.jp

第７６回全国学校歯科保健研究大会予告

１２：００ １３：００ １４：００ １４：１５ １５：１５ １５：３０ １７：４０ １８：００ ２０：００

受付 開会式
表彰式

休
憩

基 調 講 演
休
憩

シンポジウム
移
動

懇親会２５日（木）

ポ ス タ ー 発 表

８：３０ ９：１５ １１：００ １１：１０ １２：１０ １２：３０

受付 領域別研究
協 議 会

休
憩

シンポジウム・
領域別協議会報告 閉会式２６日（金）

ポ ス タ ー 発 表

日 程

●参加者 歯科医師，学校歯科医，歯科教育関係者，教育委員会関係者，学校教職員，学校医，
学校薬剤師，歯科衛生士，歯科技工士，保護者，歯科保健並びに学校歯科保健に関心のある方
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（社）日本学校歯科医会出版物案内

日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案
内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
６．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
７．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
８．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
９．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１０．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１１．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１２．歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ Ｈ．２１年発行 ￥ ２００
１３．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１４．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１５．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
１６．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
１７．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
１８．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
１９．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２０．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２１．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２２．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０
２３．喫煙防止シリーズ 小学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２３年発行 ￥ ２００
２４．学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩 Ｈ．２３年発行 ￥ １５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２５．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり― Ｈ．２３年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２６．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２７．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
２８．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
２９．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ Eメール JASD@nichigakushi.or.jp
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●昨年３月１１日の大震災から１年が過ぎました。まだまだ復興には程遠い状況が続いていま
す。被災地では今後も長期にわたる支援が必要です。我々も風化させることなく，取り組んで
いかなければならないと思います。平成２３年度図画・ポスターコンクールは，前号に続いて今
回で受賞全作品が掲載されました。いずれ劣らぬ力作ばかりです。図画・ポスターは観る者を
啓発することはもちろん，描き手にとっても，その作成にあたり，色々考えをめぐらし歯・口
の健康について考える良い機会になると思います。次年度も楽しみです。 （田中 隆）

●昨年末，高齢の母親が緊急手術・入院に至った。救命にあたった執刀医・医療スタッフへの
感謝は殊更だが，環境の激変から認知症様症状を呈した母を気遣い励まし見守ってくださった
同室の患者さん方には本当に助けられた。聞けば，抗ガン剤投与中の方もいたという。奈良の
とある病院で“絆”をみつけた。被災地で日本国中で同様の人間模様が展開されていることだ
ろう。日本人はまだまだ捨てたものではない，いや人間は素晴らしい。私たちが育むべきは，
他者を気遣う人間力を持った子どもたちだ。手段を選ばず競争社会に生き残る能力ではない。
今，“生きる力”の本質が問われる。 （藤田俊也）

●学校歯科医をしている肢体不自由児養護学校が，校舎の耐震性による移転にあわせて総合支
援学校としてスタートすることになった。突然の発表で，入学させるために校区内へ転居した
保護者からの要望などもあり当初の予定より遅れてではあるが，養護教諭，教職員，保護者な
ど現場にとっては大きな不安であり，最初から混乱することがないよう十分に準備することが
望まれる。ICF採択により障害の分類や考え方も変わっていく中での統合といっても，その子
どもにとっては人生で１回きりの大切な学校生活なのだから。 （藤本直樹）

●正月休みに家族で人吉までの観光列車の旅に出かけました。真幸（まさき）駅の幸福の鐘（撞
けば宝くじが当たるとの話でしたが，買った後で撞いてもご利益はありませんでした）や日本
三大車窓の絶景（当日は遠く桜島の噴煙まで眺められました）。スイッチバック，ループ線な
ど鉄道ファンならずとも興味深い楽しい旅でした。穏やかな春風と共にたまにはのんびり，列
車の旅などいかがでしょうか。身も心もリフレッシュしたので，４月から始まる定期健康診断
には，会誌１０５号「歯列・咬合」，１０６号「顎関節」，１１０号「G・GO」の特集やパンフレットな
どを再読のうえ臨みたいと思います。 （平川純敎）
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日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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